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はじめに

スポーツは、健康の保持増進や子どもの健全な育成、地域社会の活性化、

産業の振興など、あらゆる面で私たちの生活に欠かせないものです。

本県では、平成 15 年に策定した「石川のスポーツビジョン」、平成 23 年か

らは、「石川の教育振興基本計画」のスポーツ分野に関する基本目標を本県ス

ポーツの推進に関する基本計画として、県民の誰もが生涯にわたり気軽にス

ポーツに親しむことができる環境の整備や、国際大会等で活躍できる選手の育成といった競技力

の向上などに取り組み、着実に成果を上げてまいりました。

一方、スポーツが広く浸透する中で、スポーツを行う目的が多様化するとともに、スポーツに

よる国際交流の活発化、科学技術の発展など、スポーツを巡る環境は大きく変化してきました。

こうした状況を踏まえ、国では、平成 23 年に「スポーツ基本法」が施行され、また、平成 27 年には、

スポーツ施策を総合的に推進するための司令塔として「スポーツ庁」が創設されるなど、スポー

ツを推進する体制の整備が進められ、本県でも、平成 29 年にスポーツの更なる高みと裾野の拡大

を目指し、スポーツ行政を教育委員会から知事部局に移管するとともに、「石川県スポーツ推進条

例」を制定し、本県スポーツの振興を図るための体制を強化したところです。

そして、今般、スポーツを巡る環境の変化に的確に対応しつつ、本県のスポーツ施策を、より一層、

総合的かつ計画的に推進するため、「第２期石川の教育振興基本計画」の改定にあわせて、スポー

ツ分野単独の「石川県スポーツ推進計画 2021」を策定いたしました。

本計画では、「生涯にわたるスポーツ活動の振興」「競技スポーツの振興」「スポーツを通じた地

域活性化」を基本施策に掲げ、スマートフォンアプリ「いしかわスポーツマイレージ」を活用し

た運動習慣づくりの促進や県内トップスポーツチームと協働した地域活性化の推進など、スポー

ツの持つ多面的な力を活用した取組を積極的に展開していくこととしております。

折しも、新型コロナウイルス感染症の影響でそれぞれ 1年延期となりましたが、今後、東京

2020 オリンピック・パラリンピックやワールドマスターズゲームズ 2021 関西が開催される予定

となっており、県民のスポーツに対する関心が一層高まっています。

この好機を最大限に活かし、国や市町をはじめ、競技団体や学校、企業等の全ての関係者と連

携を密にしながら、本計画を拠り所に、本県のスポーツの更なる発展に向けて積極的に取り組ん

でまいりますので、県民の皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

最後に、本計画の策定にあたり、多くの貴重なご意見やご提案をいただいた、「石川県スポーツ

推進審議会」の委員の皆様をはじめとする関係各位に対して、厚く御礼申し上げます。

令和 3年 3月

石川県知事　谷本　正憲
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第1章 計画の策定にあたって 

 

1. 計画策定の趣旨 

 

 国は、「スポーツ振興法」（昭和 36（1961）年制定）に基づき、平成 12（2000）年 9 ⽉に「スポーツ

振興基本計画」を策定しました。 

本県においても、この「スポーツ振興基本計画」を参酌しながら、平成 15（2003）年 3 ⽉に⽯川県ス

ポーツ振興基本計画「⽯川のスポーツビジョン」を策定し、平成 23（2011）年 1 ⽉からは「⽯川の教育

振興基本計画」のスポーツ分野に関する基本⽬標をスポーツ振興法に基づく計画として位置づけ、スポ

ーツ振興を図ってきました。 

 

 その後、国では、平成 22（2010）年に「スポーツ⽴国戦略」を策定、平成 23（2011）年 8 ⽉には、

スポーツ振興法を全部改正し、スポーツ⽴国の実現を⽬指すことを明⾔した「スポーツ基本法」を施⾏

し、同法に基づき平成 24（2012）年 3 ⽉に「スポーツ基本計画」を策定しました。 

 また、平成 27（2015）年 10 ⽉には、スポーツ基本法に掲げられた理念の実現に向け、それまで各省

庁にまたがっていたスポーツ施策を総合的に推進するための司令塔として、スポーツ庁を創設し、平成

29（2017）年 3 ⽉には、スポーツ⽴国の実現に向けた指針となる「第 2 期スポーツ基本計画」を策定す

るなど、スポーツ施策の総合的な推進を図っています。 

 

 これまでの国の動きを踏まえ、本県では、平成 29（2017）年 4 ⽉、学校体育を除くスポーツ⾏政を

知事部局に移管し、県⺠⽂化局を県⺠⽂化スポーツ部に改組するとともに、県⺠⽂化スポーツ部内にス

ポーツ振興課を新設し、スポーツの分野でさらなる⾼みを⽬指すとともに、裾野の拡⼤を図るための体

制を強化しました。さらに同年６⽉には、県⺠の⼼⾝の健全な発達及び活⼒ある地域社会の実現に寄与

することを⽬的に、「⽯川県スポーツ推進条例」を制定しました。 

 

 令和元（2019）年にはラグビーワールドカップ 2019 が⽇本で開催され、新型コロナウイルス感染症

の影響でそれぞれ１年延期とはなりましたが、今後も、東京 2020 オリンピック・パラリンピックが令

和３（2021）年に、ワールドマスターズゲームズ 2021 関⻄が令和４（2022）年に開催される予定とな

っています。こうした世界的なスポーツイベントが相次いで開催されることにより、県⺠のスポーツに

対する関⼼が⼀層⾼まっています。 

 

 これらのスポーツに対する関⼼の⾼まりや、科学技術の発展、少⼦⾼齢化の進展などの環境の変化に

的確に対応し、本県スポーツのさらなる振興や、スポーツを通じた県⺠の健康増進、スポーツを核とし

た地域活性化を図っていくため、地域住⺠とともに国や市町、競技団体、学校、企業とも連携しながら、

本県のスポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、「⽯川県スポーツ推進計画」を策定

します。 
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【国の動向】 

 昭和 36（1961）年６⽉ スポーツ振興法を制定 

 平成 12（2000）年９⽉ スポーツ振興基本計画を策定 

 平成 22（2010）年８⽉ スポーツ⽴国戦略を策定 

 平成 23（2011）年８⽉ スポーツ基本法を施⾏（スポーツ振興法を全⾯改定） 

 平成 24（2012）年３⽉ スポーツ基本計画を策定 

 平成 27（2015）年 10 ⽉ スポーツ庁を設⽴ 

 平成 29（2017）年 3 ⽉ 第 2 期スポーツ基本計画を策定 

 

 

【県の動向】 

 平成 15（2003）年３⽉ ⽯川県スポーツ振興基本計画を策定 

 平成 23（2011）年 1 ⽉ ⽯川の教育振興基本計画を策定 

 平成 28（2016）年 3 ⽉ 第 2 期⽯川の教育振興基本計画を策定 

 平成 29（2017）年 4 ⽉ スポーツ⾏政事務（学校体育に関することを除く）を知事部局へ移管 

（県⺠⽂化局を県⺠⽂化スポーツ部へ改組し、県⺠⽂化スポーツ部内にスポーツ振興課を新設） 

 平成 29（2017）年６⽉ ⽯川県スポーツ推進条例を制定 

 令和３（2021）年３⽉ ⽯川県スポーツ推進計画を策定予定 

 令和３（2021）年３⽉ 第 3 期⽯川の教育振興基本計画を策定予定 
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2. 計画の位置づけ 

 

 本計画は、スポーツ基本法第 10 条第 1 項の規定に基づく「地⽅スポーツ推進計画」であるとともに、

⽯川県スポーツ推進条例第 7 条の規定に基づく本県のスポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推

進するための計画です。 

 また、本県の総合的な計画である「⽯川県⻑期構想」に掲げる重点戦略９【未来を拓く⼼豊かな⼈づ

くり】を推進するための個別事業計画でもあります。 

 

 

3. 計画の期間 

 

 令和 3（2021）年度から令和７（2025）年度までの 5 年計画とします。 

【スポーツ基本法】（平成 23 年法律第 78 号） 

（地⽅スポーツ推進計画） 

第 10 条 都道府県及び市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会（地⽅教育⾏政の組織

及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 23 条第 1 項の条例の定めるところによりそ

の⻑がスポーツに関する事務（学校における体育に関する事務を除く。）を管理し、及び執⾏する

こととされた地⽅公共団体（以下「特定地⽅公共団体」という。）にあっては、その⻑）は、スポ

ーツ基本計画を参酌して、その地⽅の実情に即したスポーツの推進に関する計画（以下「地⽅ス

ポーツ推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 特定地⽅公共団体の⻑が地⽅スポーツ推進計画を定め、⼜はこれを変更しようとするとき

は、あらかじめ、当該特定地⽅公共団体の教育委員会の意⾒を聴かなければならない。 

 

【⽯川県スポーツ推進条例】（平成 29 年 7 ⽉ 4 ⽇条例第 31 号） 

(推進計画) 

第 7 条 知事は、スポーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、スポーツ基本法

(平成 23 年法律第 78 号。以下「法」という。)第 10 条第 1 項に規定する地⽅スポーツ推進計画

(以下この条において「推進計画」という。)を策定するものとする。 

2 推進計画は、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な事項その他

必要な事項を定めるものとする。 

3 知事は、推進計画を策定しようとするときは、県⺠の意⾒が適切に反映されるよう必要な措置

を講ずるものとする。 

4 知事は、推進計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 

5 前⼆項の規定は、推進計画の変更について準⽤する。 

6 知事は、推進計画の実施状況を議会に報告するとともに、これを公表するものとする。 
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第2章 計画策定の背景 

 

1. スポーツの意義 

 

 スポーツは、体を動かすという⼈間の本源的な欲求にこたえるとともに、爽快感、達成感、他者と

の連帯感等の精神的充⾜や楽しさ、喜びをもたらすことに加え、⽣活習慣病の予防につながり、⼼⾝

の健康の保持増進に重要な役割を果たすことから、健康で活⼒に満ちた⻑寿社会の実現に不可⽋なも

のです。 

 また、次代を担う⻘少年の体⼒の向上の他、他者と協同するこころや規律を尊重する精神など健全

育成にも⼤きく寄与します。 

 さらには、⼈と⼈との交流及び地域と地域との交流を促進し、地域の⼀体感や活⼒を醸成するもの

であり、地域社会の再⽣・活性化のツールとして⾮常に重要な意義を持ちます。 

 スポーツの意義は⾃ら⾏う場合だけでなく、⾒る者に対しても素晴らしい効果をもたらします。

⽇々の練習で努⼒を重ね研鑽を積む選⼿の姿に胸を打たれ、全国⼤会や国際⼤会等の⼤きな舞台で活

躍する選⼿の姿は、応援する私たちに誇りと喜び、夢や感動を与えます。 

 

 

2. 社会情勢の変化 

 

【科学技術の発展】 

 近年、最先端の科学技術が⾶躍的に発展し、かつてないスケールで、社会に影響をもたらし得る状

況となっています。 

 スポーツ界においても、競技の現場では情報通信技術（ICT）や⼈⼯知能（AI）を活⽤したデータ

の収集と分析が、選⼿個々⼈に最適な指導や⾃他の戦術分析などに活⽤されはじめています。また、

医科学分野では、競技⼒向上、選⼿強化に関する研究のみならず、スポーツ医学、運動⽣理学、⼼理

学などの様々な研究領域からのアプローチにより、これまで以上に選⼿のパフォーマンスの質を向上

させています。さらには、情報通信技術（ICT）の発展により超⾼精細映像をリアルタイムで通信する

ことが可能となり、これまで体験できなかった臨場感のある競技中継を全世界に配信することができ

るなど、次世代型のスポーツ観戦のあり⽅も提⽰されてきています。 

 

【少⼦⾼齢化の進展】 

我が国は少⼦⾼齢化の影響により⼈⼝減少社会に突⼊しています。その影響は、産業・雇⽤の衰

退、医療等の⽣活関連サービスの縮⼩、地域コミュニティの機能低下など⽣活の様々な⾯に及び、⾮

常に憂慮すべき課題となっています。 

 本県では、出⽣数が 1970 年代半ばから急速に減少する⼀⽅で、死亡数は 1980 年代半ばから増加傾

向にあり、平成 17（2005）年の国勢調査で初めて⼈⼝減少に転じました。平成 27（2015）年国勢調

査では、本県⼈⼝は 115.4 万⼈となっており、この 27.5％にあたる 31.7 万⼈が 65 歳以上となってい

ます。 
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さらに国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所の推計によると、令和 22（2040）年に本県⼈⼝は 97.4 万⼈

になるとされています。 

 少⼦化社会においては、⼦どもは共に遊ぶ仲間が減少し、⽇常的にスポーツに親しむ環境が少なく

なるほか、運動部活動においては、従前と同様の運営体制では維持は難しくなってきており、学校や

地域によっては存続の危機にあります。また、⾼齢化社会においては、運動不⾜に起因する⽣活習慣

病等の疾病リスクが喫緊の課題となるため、⾼齢者の健康増進に対する取組が⾮常に重要になりま

す。 

 

【地域社会の変容】 

⼈⼝減少や世帯規模の縮⼩などにより地域社会における⼈と⼈の関係が希薄になり、住⺠組織の担

い⼿が不⾜するなど、地域コミュニティが持つ機能の低下が危惧されています。 

このような状況の下、スポーツという共通の価値を通じて地域コミュニティを再興し、次代を担う

⻘少年が、他者との協同や公正さ、規律を学びながら健全に育つとともに、⼈々が健康に⻑寿を享受

できる社会の実現に向け、スポーツの持つ⼒に⼤きな期待がかかっています。 

 

【グローバル化】 

ヒト・モノ・カネが国境を越えて⾏き来するグローバル化の流れは、経済・政治・⽂化など様々な

分野にわたり加速しています。そして、異なる国籍・⽂化、価値観を有する⼈々同⼠の接触に際して

は、スポーツという共通⾔語を通じた相互理解が⾮常に重要な役割を果たしています。 

 

【東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技⼤会開催に伴うスポーツへの関⼼の⾼まり】 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技⼤会の国内開催により、県⺠のスポーツに対する関⼼

が⾼まっており、スポーツの競技⼒向上はもとより、年齢や性別、障害の有無を問わず、より多くの

⼈々がスポーツの楽しさや感動を分かち合うことができる絶好の機会となっています。 

さらに、⼤会終了後には、オリンピック・パラリンピックの開催を契機に培ってきた有形無形のオ

リンピック・パラリンピックレガシーを、地域に根差すスポーツの推進に活⽤していくことが重要で

す。 

 

【新型コロナウイルス感染症の影響】 

令和 2（2020）年には、新型コロナウイルス感染症が世界中で⼤流⾏し、国内においても感染拡⼤

を防⽌するため、国は同年４⽉に緊急事態宣⾔を発出しました。これにより全国で不要不急の外出の

⾃粛や施設の利⽤制限等の動きが広がり、その後、感染状況の変化に応じて⼀定程度の緩和が⾏われ

たものの、多くの⼤会・イベントが中⽌になるなど、スポーツ界は甚⼤な影響を受けることとなりま

した。 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技⼤会についても、令和３（2021）年夏に１年延期され

ることとなり、県内でも実施される予定であった聖⽕リレーも合わせて延期となりました。プロスポ

ーツの公式戦は、国が有効な感染防⽌策を⽰しつつ催物の開催制限を緩和していく中で、開催⾃粛か

ら順次、無観客試合、そして⼈数制限下での有観客試合へ移⾏し、会場ではソーシャルディスタンス

の確保等の感染症対策が徹底して講じられました。アマチュアスポーツでは全国⾼校総体や全国⾼校
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野球選⼿権⼤会等が中⽌となり、本県内においては代替⼤会が開催されました。国⺠体育⼤会につい

ても令和２年の⿅児島⼤会は開催されず、令和 5 年に延期されることとなりました。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の拡⼤によって、外出を控える⽅が増加したことから、運動不

⾜やストレスにより⼼⾝に悪影響をきたす健康⼆次被害への懸念も増⼤しています。 

 

 

3. これまでの取組の評価 

 

 平成 28（2016）年 3 ⽉に県教育委員会において策定した「第 2 期⽯川の教育振興基本計画」では、

「ライフステージに応じたスポーツ活動を充実します」という基本⽬標を掲げ、平成 28（2016）年度

から令和 2（2020）年度までの 5 年間を計画期間として、本県スポーツの推進に向けた様々な取組を

展開してきました。 

 同計画では、そうした取組による本県スポーツ推進の進捗状況を把握するため、後述の５つの指標

及びその数値⽬標を設定しており、各指標の状況をしっかりと把握したうえで、本計画の新たな指標

の設定や今後の具体的な取組につなげていきます。 

 

 

（１）総合型地域スポーツクラブ（以下、総合型クラブと⾔う。）を設置している県内市町数 

 

 住⺠⾃⾝が地域のスポーツを「する」「ささえる」活動を推進していく総合型クラブは、部活動の地域

移⾏の受け⽫としての役割を期待されるなど、その重要性が⾼まっています。 

本県では、総合型クラブを県内の全ての市町に設置することを⽬指し、「クラブマネージャー兼⽇本

スポーツ協会公認アシスタントマネジャー養成講習会」、「クラブマネージャースキルアップ講習会」な

どの総合型クラブスタッフの養成や資質向上のための講習会を開催してきました。また、総合型クラブ

と市町の担当者による「⽯川県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会」の定期的な開催や、平成 29（2018）

年度に新たに設置したクラブアドバイザーが、県内すべての総合型クラブと市町を訪問して、地域スポ

ーツの状況の把握や、クラブ運営のアドバイスを⾏うなど、総合型クラブのない市町に対する働きかけ

も⾏ってきました。 

 しかしながら、依然として７市町に総合型クラブが設置されておらず、県としては引き続き、全ての

市町に総合型クラブが設置されるよう、働きかけを⾏っていく必要があります。 

 

 

 

 

  

策定時

（Ｈ２７）

⽬標値

（Ｒ２）

現状値

（Ｒ２）
達成率

13市町 19市町 12市町 63.2%

指   標

総合型地域スポーツクラブを設置している県内市町数

8



7 

 

（２）公益財団法⼈⽇本スポーツ協会公認スポーツ指導者数 

 

 本県では、⽇本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格を取得できる「⽯川県地域スポーツ指導者養

成講習会」を毎年開催し、スポーツの指導やスポーツ組織の運営など、地域スポーツの担い⼿として

活動するために必要な知識を持った指導者の養成に取り組んできました。 

 また、公益財団法⼈⽯川県体育協会や各競技団体においても、各種の⽇本スポーツ協会公認スポー

ツ指導者資格を持つ⼈材の育成に取り組んでいます。 

 この公認スポーツ指導者資格を持つ指導者の数は、平成 27（2015）年度から令和元（2019）年度に

かけて徐々に増加はしているものの、第 1 期⽯川の教育振興基本計画の計画期間と⽐較するとその伸

び率は減少しています。 

 しかしながら、新たに指導者を⽬指す⼈だけでなく、指導者資格を⼀度取得した⼈にとっても、最

新の知⾒を取り⼊れたり、⾃分の指導を⾒直したりするために講習会を受講することは有効であり、

県としても引き続き、講習会の開催を通じて地域のスポーツ⼈材の育成に取り組んでいく必要があり

ます。 

 

 

 

 

（３）「いしかわスポーツ・レクリエーション交流⼤会」参加者数（累計） 

 

 本県では、県⺠がそれぞれの体⼒や年齢、技術、興味、⽬的に応じて、気軽にスポーツに親しむこ

とができる機会を充実させるため、「いしかわスポーツ・レクリエーション交流⼤会」を開催していま

す。さらに、平成 23（2011）年と平成 27（2015）年に本県で開催された⽇本スポーツマスターズに

よる、県内⽣涯スポーツの気運の盛り上がりを持続させるため、平成 28（2016）年には、新たに総合

開会式を開催するなどのリニューアルを⾏い、以後、毎年 2 万⼈を超える県⺠の皆さんが参加してい

ます。 

 令和元（2019）年度の第２８回⼤会では、45 の競技団体に加えて、14 の総合型クラブ、6 つの市町

が参加するなど、本県における⽣涯スポーツの⼀⼤イベントとして定着しており、引き続き同⼤会の

開催を通じた⽣涯スポーツの盛り上げを図っていきます。 

 

 

 

策定時

（Ｈ２７）

⽬標値

（Ｒ２）

現状値

（Ｒ２）
達成率

2,437⼈ 3,000⼈ 2,756⼈ 91.9%

指   標

（公財）⽇本スポーツ協会公認スポーツ指導者数

策定時

（Ｈ２７）

⽬標値

（Ｒ２）

現状値

（R１）
達成率

325,570⼈ 400,000⼈ 419,820⼈ 105.0%

指   標

「いしかわスポーツ・レクリエーション交流⼤会」参

加者数（累計）
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（４）公益財団法⼈⽇本障がい者スポーツ協会公認初級障がい者スポーツ指導員養成講習会修了者数 

 

 本県では、障害者スポーツの普及促進を図るため、障害のある⽅々に対するスポーツ指導の⽅法を

学ぶ講習会を開催しており、修了者数は順調に増えてきています。 

 しかしながら、スポーツ庁の調査によると、障害者のスポーツ実施率は、健常者に⽐べて低い状況

であることから、引き続き指導者の養成に取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

（５）「スポナビいしかわ」（県スポーツ情報ネットワーク）への参加団体の割合 

 

 県⺠のスポーツ活動を充実させるために、ホームページ（県スポーツ情報ネットワーク「スポナビ

いしかわ」）を運⽤しており、スポーツ⼤会やイベント、施設、指導者など、本県スポーツに係る幅広

い情報を提供しています。 

 このホームページは、県内の⼩学校で広く取り組まれる、「スポチャレいしかわ（県教育委員会保健

体育課事業）」の情報発信の場としても活⽤されており、数値⽬標は未達成となっているものの、年間

30 万件を超えるアクセスがあることから、県内のスポーツ関係団体による活⽤をさらに図っていく必

要があります。 

 このため、令和 2（2020）年度には、システムのリニューアルを⾏い、利⽤者・管理者双⽅にとっ

て利⽤しやすくなるよう改修を加えたところであり、今後も、本ホームページを通じた積極的な情報

発信への働きかけを⾏っていく必要があります。 

 

 

 

  

策定時

（Ｈ２７）

⽬標値

（Ｒ２）

現状値

（Ｒ２）
達成率

489⼈ 590⼈ 624⼈ 105.8%

指   標

（公財）⽇本障がい者スポーツ協会公認初級障がい者

スポーツ指導員養成講習会修了者数

策定時

（Ｈ２７）

⽬標値

（Ｒ２）

現状値

（R１）
達成率

59.1% 75% 70.0% 93.3%

指   標

「スポナビいしかわ」（県スポーツ情報ネットワー

ク）への参加団体の割合
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第3章 スポーツ推進の具体的⽅策 

 

基本施策Ⅰ ⽣涯にわたるスポーツ活動の振興 

 

１．若年期から⾼齢期までライフステージに応じたスポーツ活動の推進 

 

【現状と課題】 

 

・  国では、第 2 期スポーツ基本計画において、「ライフステージに応じたスポーツ活動の推進とその環

境整備」を⾏い、その結果として成⼈の週 1 回以上のスポーツ実施率が 65％程度となることを⽬指す

という数値⽬標を掲げています。 

令和 2（2020）年度に本県が実施した「スポーツの実施状況等に関する県⺠意識調査」の結果による

と、本県の成⼈の週 1 回以上のスポーツ実施率は 49.4％と、スポーツ庁による「令和２年度スポーツ

の実施状況等に関する世論調査」における全国の数値と⽐較して、10 ポイント程度低くなっていま

す。この実施率は、60 代以上の世代よりも 20〜50 代の働く世代が低くなっており、また、男性よりも

⼥性の⽅が低くなっています 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本県では、県⺠の⽣涯にわたるスポーツ活動の振興を図るため、県⺠の誰もがそれぞれの体⼒や年

齢、技術、興味、⽬的に応じて、「いつでも」「どこでも」「いつまでも」スポーツに親しむことができ

る環境を整備するため、毎⽉ 7 ⽇を「健康の⽇」として、県スポーツ施設の⼀般開放を⾏っているほ

か、総合型クラブの育成⽀援や、「いしかわスポーツ・レクリエーション交流⼤会」の開催などに取り

組んできました。 

出典）スポーツの実施状況等に関する県⺠意識調査（R2.10,⽯川県） 
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成⼈（20歳以上）の週1回以上のスポーツ実施率

1年間に運動・スポーツをしなかった⼈の割合
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 また、平成 31（2019）年 3 ⽉から、スマートフォンアプリを活⽤して、全国で初めてスポーツを

「する」「みる」「ささえる」３つの活動をポイント化し、県産品等の景品をもらえる「いしかわスポー

ツマイレージ事業」を展開しています。 

 

・  東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催や、健康志向の⾼まりなどから、県⺠のスポーツへ

の関⼼が⾼まっており、この好機を捉えて県⺠参加のスポーツイベントの充実を図ることなどにより、

⾼まったスポーツへの関⼼を維持拡⼤し、スポーツを「する」⼈に加え、「みる」「ささえる」⼈を含め

た「スポーツ参画⼈⼝」の拡⼤に取り組んでいくことが必要です。 

 

【主な取組】 

 

・  東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催等を契機に、県⺠のスポーツに対する関⼼をさらに

⾼めるために「いしかわ県⺠スポーツの⽇（毎年 4 ⽉の第 4 ⽇曜⽇）」を制定し、⼀年を通じてスポー

ツに親しむキックオフの⽇と位置づけ、県⺠参加型の各種イベントを通して、県⺠のスポーツ活動の

促進に努めます。 

 

・  広く県⺠がスポーツやレクリエーション活動を楽しむ「いしかわスポーツ・レクリエーション交流

⼤会」の開催を通して、⼦どもから⾼齢者までの幅広い年齢層が参加できるスポーツ⼤会や体験教室

等の充実を図ります。 

 

・  年代別にみてスポーツ実施率の低い 20〜50 代の働く世代において、運動習慣づくりを促進するた

め、「いしかわスポーツマイレージ」を各種イベントの機会を捉えてＰＲするなど、さらなる活⽤を図

ります。 

 

・  ⾼齢者が地域や世代を超えて交流を深めることができるスポーツ・⽂化の交流⼤会「ゆーりんピッ

ク」の開催や、全国健康福祉祭「ねんりんピック」への選⼿派遣を⾏い、⾼齢者の積極的な健康づく

りと⽣きがいづくりの⾼揚を図ります。 

 

 

２．⼦どものスポーツをする機会の充実 

 

【現状と課題】 

 

・  幼児期は、⽣涯にわたって必要な多くの運動の基となる多様な動きを幅広く獲得する⾮常に⼤切な

時期であり、幼児⼀⼈ひとりの発達段階に応じて、遊びを通じて多様な動きを⼗分経験させることが

重要です。また、スポーツ庁の実施した「平成 28 年度体⼒・運動能⼒調査」によると、⼩学校⼊学前

の外遊びの実施頻度が⾼いほど、運動・スポーツ実施率が⾼くなる傾向があり、幼稚園・保育園の保

育者のみならず、保護者に対しても外遊びの重要性を啓発していく必要があります。 
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・  スポーツ少年団は、スポーツの歓びを⼦どもに伝えるために、約半世紀にわたり地域の中で活動を

続けてきており、スポーツを通じた⻘少年の健全育成に⼤きく寄与してきました。しかし、近年は少

⼦化の影響などにより、団数・団員数ともに減少傾向にあります。 

 

 

 

・  本県の児童⽣徒の体⼒は、⼩学⽣の運動習慣づくりを⽬的として実施した「スポチャレいしかわ」

や、公⽴⼩・中・⾼等学校における「全国体⼒・運動能⼒、運動習慣等調査」（体⼒・運動能⼒調査）

の結果を踏まえた「体⼒アップ１校１プラン」などの取組により、上昇傾向にあり、体⼒・運動能⼒

調査においても、全国上位に位置しています。 

しかしながら、積極的に運動やスポーツに取り組む⼦どもとそうでない⼦どもに⼆極化する傾向が

あるなど、学校体育の充実や、運動部活動などの活性化はもとより、さらなる運動機会の確保が求め

られています。 

 

【主な取組】 

 

・  ⽂部科学省が策定した「幼児期運動指針」やこれに基づく指導参考資料を、県内のスポーツ指導者

や幼稚園や保育園の保育者、保護者等に普及啓発し、活⽤を図ることで幼児期からの運動習慣づくり

を推進します。 

 

・  県体育協会と連携して、総合型クラブやスポーツ少年団の指導者等に対して「幼児期からのアクテ

ィブ・チャイルド・プログラム」の普及を図り、幼児期の発達段階に応じた多様な動きを獲得できる

ような指導をできるスポーツ指導者を育成していきます。 

 

・  スポーツ少年団活動の活性化のため、県体育協会による団員数拡⼤や指導者の育成・資質向上の取

組を⽀援します。 

 

・  各学校において、体⼒・運動能⼒調査等の結果を踏まえ、児童⽣徒の実態や学校の実情に即した取

組（体⼒アップ１校１プラン）を実践・継続することにより、児童⽣徒の体⼒向上を図ります。 

⼩学校の学級単位で種⽬に挑戦し、インターネットによりリアルタイムに反映する記録やランキン

グを上げる楽しさ、運動そのものの楽しさ、仲間と取り組む楽しさにより、運動への動機付けを図る

「スポチャレいしかわ」の取組を通して、本県⼩学⽣の運動習慣の定着及び体⼒の向上を図ります。 

 

・  スポーツ指導の資格や専⾨的な技術指導⼒を備えた地域のスポーツ⼈材を、運動部活動に派遣する

ことにより、専⾨的指導を求める⽣徒のニーズに応え、運動部活動の充実と活性化を図ります。 

H26 H27 H28 H29 H30 R1

団数（団） 362 333 332 333 327 324

団員数（⼈） 7,732 7,121 7,057 7,052 6,875 6,539

うち男⼦ 5,898 5,320 5,221 5,133 4,951 4,674

うち⼥⼦ 1,834 1,801 1,836 1,919 1,924 1,865

出典）公益財団法⼈⽯川県体育協会より 
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３．⼥性や障害者のスポーツ活動の振興 

 

【現状と課題】 

 

・  ⽣涯にわたる⼥性の健康を確保するためには、運動習慣の有無が密接に関連することから、⽣涯を

通じた健康づくりのための⾝体活動を推進するとともに、令和 2（2020）年度に本県が実施した「ス

ポーツの実施状況等に関する県⺠意識調査」によると、男性に⽐べ⼥性の運動習慣者の割合が低いこ

となどの課題に鑑み、⼥性のスポーツ参加を促進するための環境整備を⾏う必要があります。 

また、⼥性競技者や指導者等が「⼥性アスリートの三主徴 （利⽤可能エネルギー不⾜、運動性無⽉

経、⾻粗しょう症）」をはじめとする⼥性特有の課題に悩むことなく、健康で活躍できる環境の整備を

進める必要があります。 

 

・  障害のある⼈が、⽇頃からスポーツやレクリエーション活動に参加することは、健康の増進や⽣き

がいづくりの観点からも⼤切なことであり、年齢や障害の有無にかかわらず、多様なニーズに応じた

スポーツの振興が求められるとともに、スポーツを通じた共⽣社会の実現に取り組むことが期待され

ています。 

 

【主な取組】 

 

・  ⼥性が親しみやすいスポーツや、⼥性アスリートの三主徴、妊娠・出産等のライフイベントなど⼥

性競技者の選⼿⽣命に⼤きな影響を及ぼす課題についての啓発を図ります。 

 

・  県障害者スポーツ⼤会の開催や全国障害者スポーツ⼤会への選⼿派遣をはじめ、障害のある⼈でも

⼿軽に楽しめるスポーツ教室の開催や、指導員の養成などの取組を通じて、障害者スポーツの普及を

図ります。また、障害のある⼈とない⼈が共にスポーツを⾏う機会を確保することにより、共⽣社会

の実現を図ります。 

 

 

４．地域のスポーツクラブの育成と活動⽀援 

 

【現状と課題】 

 

・  本県では、これまで総合型クラブを県内の 19 市町全てに少なくとも１つ設置することを⽬標として

取り組んできましたが、令和 2（2020）年 10 ⽉ 1 ⽇現在、12 市町 35 クラブの設⽴にとどまっていま

す。しかしながら、総合型クラブは、住⺠が種⽬を超えてスポーツを「する」「ささえる」仕組みであ

ることから、地域スポーツの担い⼿として、その役割の重要性は⾼まっており、引き続き全ての市町

に総合型クラブが配置されるよう働きかけを⾏っていくとともに、総合型クラブがスポーツを通じて

地域の課題解決に貢献していけるよう、質の向上の⽀援を⾏っていく必要があります。 

そのため、今後もクラブマネジャーの養成・資質向上などに取り組んでいくとともに、令和 4

（2022）年度の総合型クラブの登録認証制度の開始に向けて、県体育協会や県クラブ連絡協議会等の

14



13 

 

関係団体との役割分担及び連携体制等を整理し、効率的・効果的な⽀援体制を構築する必要がありま

す。 

 

·  国は、令和 2（2020）年 9 ⽉１⽇に、学校の働き⽅改⾰を踏まえた部活動改⾰の第⼀歩として、令

和 5（2023）年度以降に休⽇の部活動を段階的に地域に移⾏していく具体的な⽅策とスケジュールを

⽰しました。この中では、休⽇の部活動における⽣徒の指導や⼤会の引率については、学校の職務と

して教師が担うのではなく、地域の活動として地域⼈材が担うこととされていることから、国の動向

を注視しつつ、指導等を担う⼈材の発掘・養成や、受け⽫となる組織の整備を進めていく必要があり

ます。 

 

【主な取組】 

 

・  令和 4（2022）年度から公益財団法⼈⽇本スポーツ協会が、総合型クラブの登録認証制度を開始す

ることを踏まえ、県は、県体育協会や県クラブ連絡協議会等と連携し、総合型クラブの育成や活動を

⽀援します。 

 

・  総合型クラブの質的な充実を促進するため、クラブマネジャーの養成やスキルアップを⽬的とした

講習会や、総合型クラブと市町の担当者による協議会を開催するなど、総合型クラブの設置や運営に

対する⽀援を⾏い、休⽇の部活動の地域移⾏も⾒据えつつ、総合型クラブが地域スポーツの担い⼿と

しての役割を果たせるよう⽀援に努めます。 

 

 

５．スポーツに関わる多様な⼈材の育成 

 

【現状と課題】 

 

・  県⺠のスポーツ活動を充実させるためには、専⾨知識に基づいて地域住⺠のニーズにあったスポー

ツを指導することができる指導者や、活動を企画・運営することができる総合型クラブ等の運営⼈材

が必要です。 

県では、各種講習会（地域スポーツ指導者養成講習会や県クラブマネジャー養成講習会、初級障が

い者スポーツ指導員養成講習会等）を開催して、⽇本スポーツ協会や⽇本障がい者スポーツ協会の公

認資格を持つ⼈材の育成や指導者・運営⼈材の資質向上に取り組んでおり、本県内の公認スポーツ指

導者数は、増加傾向にはあるものの、その伸び率は、近年鈍化してきています。 

また、性別にみると県内の⽇本スポーツ協会公認スポーツ指導者に占める⼥性の割合は約４⼈に 1

⼈となっています。 

 

·  国は、令和 2（2020）年 9 ⽉１⽇に、学校の働き⽅改⾰を踏まえた部活動改⾰の第⼀歩として、令

和 5（2023）年度以降に休⽇の部活動を段階的に地域に移⾏していく具体的な⽅策とスケジュールを

⽰しました。この中では、休⽇の部活動における⽣徒の指導や⼤会の引率については、学校の職務と

して教師が担うのではなく、地域の活動として地域⼈材が担うこととされていることから、国の動向
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を注視しつつ、指導等を担う⼈材の発掘・養成や、受け⽫となる組織の整備を進めていく必要があり

ます。（再掲） 

 

・  スポーツ推進委員は、各校下での社会体育⾏事や各市町が実施するスポーツ事業への協⼒・連絡調

整や、住⺠に対するスポーツの実技指導など、地域スポーツの推進役として重要な役割を担っていま

す。しかし、近年は、後継者不⾜や⾼齢化により⼈数が減少傾向にあります。 

 

 

【主な取組】 

 

・  地域でスポーツ指導を⾏う指導者を養成するための講習会を開催するとともに、公益財団法⼈⽇本

スポーツ協会公認マネジメント資格の取得をさらに推奨します。 

 

・  スポーツ指導者の情報を集約・登録し、県⺠のスポーツ指導に関する派遣要請に応えるスポーツリ

ーダーバンクの充実と活⽤を図ります。 

 

・  市町と連携しつつ、スポーツ推進委員の⼈材確保や資質向上のための研修会等を実施するととも

に、活躍の場の拡⼤に努めます。 
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６．スポーツ施設の整備・充実 

 

【現状と課題】 

 

・  平成 20（2008）年に開設した「いしかわ総合スポーツセンター」など、県内各地のスポーツ施設

は、県⺠のスポーツ活動の基盤として重要な役割を担っています。しかし、その多くは、建設から相

当年数が経過しており、⽼朽化対策やユニバーサルデザインへの配慮、ICT の活⽤など、利⽤者の視

点に⽴った設備の整備や機能の充実が求められています。 

 

【主な取組】 

 

・  県有のスポーツ施設については、⻑寿命化対策などにより、県⺠のスポーツ活動の基盤としての機

能の維持や充実のほか、多種多様化するスポーツに対し、年齢や性別、障害の有無にかかわらず、す

べての⼈々が気軽に、安全かつ快適にスポーツに参画できるように努めます。 

 

・ 特に⽼朽化が進⾏している県⽴野球場については、建て替えに向けた検討を進めます。 

 

 

７．スポーツに関する情報の発信 

 

【現状と課題】 

 

・  施設の整備や活⽤と同様、様々なスポーツ情報を県⺠に提供することは、スポーツ振興を図る上で

重要です。本県では令和２（2020）年度に、県スポーツ情報ネットワーク「スポナビいしかわ」をリ

ニューアルし、広報誌「エンジョイスポーツ」の配布とともにスポーツ情報の発信に努めているとこ

ろであり、今後も、関係団体と協⼒し、情報の質・量を充実させると同時に、「スポナビいしかわ」の

活⽤の周知を図る必要があります。 

 

・  国際⼤会や全国⼤会で優秀な成績を収めた本県関係アスリートや、地域で⻑年にわたりスポーツ振

興に携わってきた⼈々・団体を表彰することで、将来のアスリートとなる⼦どもへ夢や希望を与える

とともに、地域で育まれてきたスポーツの魅⼒を発信することができます。 

 

【主な取組】 

 

・  県スポーツ情報ネットワーク「スポナビいしかわ」を活⽤して、各種スポーツ⼤会や研修会、講習

会の開催情報をはじめ、県内トップスポーツチームの紹介や、施設、スポーツ団体、スポーツ指導者

に関する事項など、本県のスポーツに係る幅広い情報について、わかりやすく発信していきます。 
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・  国際⼤会や全国⼤会で優秀な成績を収め、県⺠に夢や希望を与えた本県関係選⼿には「スポーツ特

別賞」や「スポーツ優秀賞」、⻑年にわたり地域スポーツの振興に貢献してきた個⼈、団体に対しては

それぞれ「⽣涯スポーツ功労者表彰」「⽣涯スポーツ優良団体表彰」を贈呈し、その業績を広く発信し

ます。 

 

 

基本施策Ⅰ 数値⽬標 

 

  

現状値 ⽬標値（R7）

49.4%(R2) 65%

419,820⼈(R1) 500,000⼈

中学校 73.0%(R1) 80.0%

⾼等学校 54.0%(R1) 60.0%

54.4%(R1) 60.0%

624⼈(R2) 690⼈

12市町(R2) 19市町

県⽴体育施設の年間利⽤者数 92万⼈(H30) 100万⼈

30.3万件(R1) 33万件

総合型地域スポーツクラブ設置市町数

「スポナビいしかわ」のアクセス件数（年間）

運動部・地域のスポーツクラブに加⼊している⽣

徒の割合

指標

成⼈の週1回以上のスポーツ実施率

「いしかわスポーツ・レクリエーション交流⼤会」

参加者数（累計）

体⼒・運動能⼒調査の５段階評価で上位２ランク（A・B）の

児童⽣徒の割合

公益財団法⼈⽇本障がい者スポーツ協会

公認障がい者スポーツ指導員養成講習会修了者数

285,064 
306,524 

321,485 
305,795 309,364 303,224 

101,297 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

スポナビいしかわ 年間アクセス件数
（件） 

（R2.11 末時点） 
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基本施策Ⅱ 競技スポーツの振興 

 

１．ジュニア選⼿の育成と強化 

 

【現状と課題】 

 

·  平成 30（2018）年度から実施している「ジュニアアスリート発掘事業」において、⼩学⽣を対象

に、最新機器を活⽤した運動能⼒測定会と、普段体験する機会の少ない競技を体験できるスポーツ⾒

本市を⼀体的に開催するとともに、競技団体によるスポーツ体験教室を随時開催し、有望なジュニア

選⼿の発掘を図っています。 

 

·  令和元（2019）年度から実施している「ジュニア選⼿育成事業」において、初年度は、指定した 16

競技のうち８競技が、中央競技団体主催の⼩学校・中学校の全国⼤会で優勝を果たしました。 

 

【主な取組】 

 

·  有望なジュニア選⼿の発掘を進めるとともに、競技団体と学校運動部、ジュニアスポーツクラブ等

の相互の連携を推進し、優れた才能をもつジュニア選⼿に対して、県内外合宿や体⼒測定会、⼩中合

同練習会等を実施し、将来、国際⼤会や全国⼤会で活躍できるジュニア選⼿の育成・強化に努めま

す。 

 

 

２．より⾼いレベルの選⼿の育成と強化 

 

【現状と課題】 

 

·  国⺠体育⼤会（以下、「国体」と⾔う。）において、男⼥総合順位（天皇杯順位）「20 位台以内」を⽬

標にしており、平成 3（1991）年⽯川国体以降これまで 29 回の国体で、⽬標を 24 回達成していま

す。 

しかし、35 位となった令和元（2019）年茨城国体では少年種別の得点が⼤きく減少しました。中⾼

⽣の競技⼒は、当該年度の国体少年種別のみならず、将来の成年種別の競技⼒にもつながることか

ら、中⾼⽣の強化が喫緊の課題となっています。 

また、平成 20（2008）年のいしかわ総合スポーツセンターの開館を機に、その機能を活⽤した「科

学的トレーニング特別強化事業」に取り組んできたところであり、過去５年間においては、本事業の

指定選⼿の４割以上が国体で⼊賞を果たしています。 

 

·  東京 2020 オリンピックでは、スポーツクライミングや３ｘ３バスケットボールなど、選⼿もファン

も若い世代の多い競技が、新たに正式種⽬に加わっており、本県内においても、これらの競技の選⼿

育成に必要な環境づくりに努めていく必要があります。 
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【主な取組】 

 

·  国体強化選⼿に対して、県内外合宿や海外遠征などの強化事業を、また、中⾼⽣に対しては、県内 

外合宿や⽇本トップレベルのコーチを招へいした講習会などの強化事業を計画的に実施します。 

さらに、全⾝持久⼒や最⼤筋⼒などの専⾨測定の結果をもとに、選⼿個々のトレーニング処⽅を作

成し、より効果的なトレーニングの実践など、スポーツ医・科学を活⽤した選⼿強化を推進します。 

 

·  ⼥性競技者や指導者に対して、「⼥性アスリートの三主徴」、妊娠・出産等のライフイベントなど⼥

性競技者の選⼿⽣命に⼤きな影響を及ぼす課題についての啓発を図ります。（再掲） 

 

·  東京 2020 オリンピックに正式種⽬として加わった、スポーツクライミングや３ｘ３バスケットボー

ルなどのアーバンスポーツは、若い世代に対して⾼い訴求⼒を持つことから、その普及を図ること

で、若い世代におけるスポーツの裾野の拡⼤を図ります。 

 

 

３．スポーツ指導者の養成と資質向上 

 

【現状と課題】 

 

·  これまで本県の競技⼒を牽引してきた指導者により、国体において⽬標の 20 位台以内を概ね確保し

てきましたが、さらなる競技⼒の向上のため、優秀な若⼿指導者へ世代交代を図ることは、多くの競

技団体に共通する課題です。 

また近年、スポーツ界において、選⼿等による違法薬物、スポーツ団体での不正経理、スポーツ指

導者による暴⼒等の問題が⽣じており、喫緊の課題となっています。 

 

【主な取組】 

 

·  ⾼度な専⾨知識や⾼い指導⼒を持つ指導者を養成・確保するため、⽇本トップレベルのコーチを招

へいする研修会や、先進的な指導が⾏われている現場への若⼿指導者の派遣などを実施します。 

また、「いしかわ就職・定住総合サポートセンター（ILAC）」と連携して、県内での就職を希望する

有望なアスリートと、仕事と競技の両⽴に理解のある企業のマッチングを⾏うことで、競技の継続を

サポートするとともに、競技者として引退した後も、指導者として後進の育成・強化に取り組み、安

定した競技⼒を確保します。 

さらに、県体育協会と連携を図り、指導者研修会や競技団体との個別会議を通じて、競技団体へガ

バナンスコードの遵守を呼びかけるとともに、コンプライアンス違反や暴⼒、ドーピング等がないク

リーンでフェアなスポーツの推進に努めます。 
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４．競技⼤会の誘致・開催 

 

【現状と課題】 

 

·  平成 27（2015）年の北陸新幹線⾦沢開業を契機に、⽇本スポーツマスターズをはじめ、いくつもの

全国⼤会が開催されました。 

また、現在は、本県ゆかりの選⼿が、東京オリンピック・パラリンピックの⽇本代表に次々と内定

し、今後もさらに代表⼊りが期待され、本県ゆかりの選⼿数が最も多い 1964 年東京⼤会の 12 名を超

えることが期待されています。こうしたことから、県⺠のスポーツへの関⼼は⾼まっており、本県の

スポーツ振興を促進する好機となっています。 

 

【主な取組】 

 

·  世界や⽇本のトップアスリートの競技を観戦することは、⼈々に夢や感動を与えるとともにスポー

ツを始めるきっかけをつくり、本県スポーツの裾野の拡⼤や競技⼒の向上につながることから、国際

⼤会や全国⼤会などの誘致に努めます。 

 

 

５．障害者アスリートの競技⼒向上 

 

【現状と課題】 

 

·  平成 29（2017）年度から、障害者アスリートの競技⼒の向上を図るため、「障害者アスリート⽀援

事業」を実施しており、本制度の活⽤実績は年々増えています。障害者スポーツの関係者からは、特

に、選⼿本⼈に加えて介助者も対象となっている点や、同⼀年度内に複数回の活⽤が可能である点に

ついて、⾼い評価を得ています。 

 

【主な取組】 

 

·  より⾼いレベルをめざす障害のあるスポーツ選⼿とその介助者に対して、県障害者スポーツ協会と

連携して、国際⼤会や全国⼤会の出場及び中央競技団体が実施する強化合宿への参加に対する⽀援を

⾏い、競技⼒の向上を図ります。 

 

基本施策Ⅱ 数値⽬標 

 

指標 現状値 ⽬標値(R7)

国⺠体育⼤会男⼥総合順位（天皇杯順位） 20位台以内３回(H27〜R1) 毎年20位台以内

全国中学校体育⼤会・国⺠体育⼤会（少年種別）・

全国⾼等学校総合体育⼤会における⼊賞数
84.2件(H27~R1平均) 100件
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基本施策Ⅲ スポーツを通じた地域活性化 

 

１．スポーツを通じた交流⼈⼝の拡⼤ 

 

【現状と課題】 

 

・  近年、スポーツの参加や観戦を⽬的として地域を訪れ、野外活動等を含め、地域資源とスポーツを

掛け合わせて観光を楽しむ「スポーツツーリズム」の⼈気が⾼まっており、スポーツを通じた交流⼈

⼝の拡⼤に取り組んでいくことが必要です。 

 

【主な取組】 

 

・  本県では、豊かな⾃然、美しい⾥⼭⾥海の景観等を活かしたサイクリング環境の整備に取り組んで

おり、加賀から能登までの観光地や海岸線を巡る、全 7 ルート、総延⻑約 900 ㎞を「いしかわ⾥⼭⾥

海サイクリングルート」として平成 28（2016）年に認定したところであり、その活⽤を図っていきま

す。 

 

・  県内各地で開催される、マラソンをはじめとしたスポーツ⼤会・イベントは、県⺠が「する」「み

る」「ささえる」という様々な形でスポーツに取り組む契機となることに加え、県外からの参加者が、

県内の観光地を訪れたり、⾷事や買い物を楽しんだりすることで地域の活性化につながっていること

から、「いしかわスポーツマイレージ」や「スポナビいしかわ」などを活⽤した情報発信などの⽀援を

⾏います。 

 

 

２．県内トップスポーツチーム等との連携 

 

【現状と課題】 

 

・  県内を拠点に活躍する 7 つのトップスポーツチーム（ツエーゲン⾦沢、⽯川ミリオンスターズ、⾦

沢武⼠団、北國銀⾏ハンドボール部 Honey Bee、PFU ブルーキャッツ、⾦沢学院クラブ、ヴィンセド

ール⽩⼭）の活躍は、県⺠に感動や勇気を与えてくれます。県は、この国内トップレベルの７チーム

と平成 30（2018）年度に包括連携協定を締結し、本県スポーツの振興やスポーツを通じた地域活性化

に協働して取り組んでいます。 

 

【主な取組】 

 

・  トップスポーツチームの選⼿と⼦どもや地域との交流を図るため、親⼦と選⼿たちとの交流・体験

イベント「いしかわスポーツキッズフェスタ」や、⼩中学校におけるスポーツ教室・職業講話を実施

します。 
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・  トップスポーツチームの観客数やクラブ会員が増加して⽀援の輪が広がるように、県は各種広報媒

体を通じたチーム活動の広報などにより、応援気運の醸成を図ります。 

 

・  企業との連携を図り、これまでスポーツへの関⼼が低かった層を含む、より幅広い層に対して、オ

リンピック・パラリンピック競技の体験会の開催などを通じて、スポーツの魅⼒発信に取り組みま

す。 

 

 

3．東京 2020 オリンピック・パラリンピックのレガシーの活⽤ 

 

【現状と課題】 

 

·  東京 2020 オリンピック・パラリンピックでは、本県において、聖⽕リレーや、同⼤会に参加する各

国・地域の事前合宿が⾏われることで、県⺠のスポーツへの関⼼が⼤いに⾼まることが期待されま

す。この機会に創出されたレガシーを活⽤し、地域活性化につなげる取組が求められています。 

 

【主な取組】 

 

・  ニュージーランドへの県内若⼿選⼿や指導者の派遣など、事前合宿国等とのスポーツ交流や、事前

合宿国が参加するアジア・パシフィック・カヌースプリント⼤会の県内での開催など、事前合宿誘致

により創出された東京 2020 オリンピック・パラリンピックのレガシーの活⽤を図ります。 

 

 

４．オリンピック・パラリンピック教育の推進 

 

【現状と課題】 

 

・  東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催に向けた気運の醸成を図るため、オリンピック・パ 

ラリンピックに関する知識やスポーツの価値を学ぶ教育の推進が求められています。 

 

【主な取組】 

・  オリンピック・パラリンピック選⼿を招いた講演会や、競技体験などを通して、児童⽣徒のオリン

ピック・パラリンピックに対する理解と関⼼を⾼めます。 

 

基本施策Ⅲ 数値⽬標 

 

指標 現状値 ⽬標値(R7)

県内トップスポーツチームホームゲーム観客数（年間）
151千⼈

(H27~R1平均)
155千⼈
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第4章 計画の推進のために 

 

1. 計画の推進体制 

本計画の推進にあたっては、スポーツ医・科学等の専⾨的な知⾒を施策に反映するとともに、市町

や競技団体等と連携して取り組んでいきます。 

また、スポーツ基本法に基づき、「地⽅スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項

を調査審議させるため」に設置された⽯川県スポーツ推進審議会において、本計画の進捗状況や、本

計画に基づく取組の成果などについて評価を⾏います。 

 

 

2. 進捗管理 

（１）本計画の進捗状況の評価は、施策⽬標の達成状況を客観的に把握・評価するために設定した指

標及びその数値⽬標を⽤いて⾏います。 

（２）各指標や最新のデータに基づき、これまでの⽬標指標の推移や⽬標年度との関係を踏まえ、 

⽬標の達成状況の評価を⾏います。 

（３）県⺠意識調査等により、定期的に県⺠のスポーツ活動に対する実態やニーズの把握を⾏いま 

す。 

 

3. 策定の経緯 

⽉⽇ 会議等の名称 主な協議内容等 

令和 2 年 

3 ⽉ 25 ⽇ 

令和元年度⽯川県スポーツ推

進審議会(書⾯開催) 

○⽯川県スポーツ推進計画(仮称)策定について 

9 ⽉ 25 ⽇~ 

10 ⽉ 6 ⽇ 

スポーツの実施状況等に関す

る県⺠意識調査の実施 

 

12 ⽉ 21 ⽇ 令和 2 年度第 1 回⽯川県スポ

ーツ推進審議会 

○⽯川県スポーツ推進計画(仮称)策定について 

○⽯川県スポーツ進計画(仮称)ﾉ策定⽅針(案) 

令和 3 年 

2 ⽉ 3 ⽇〜 

3 ⽉ 2 ⽇ 

パブリックコメント実施  

3 ⽉ 23 ⽇ 令和 2 年度第 2 ⽯川県スポー

ツ推進審議会 

○「⽯川県スポーツ推進計画２０２１」（案）につい

て 
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(任期：令和３年２月１日～令和５年１月３１日)

区  分 氏　　名 所　属・役　職　等

石田　浩二 石川県学校体育研究会会長

小田　佳子 金沢大学国際基幹教育院准教授

尾山登志子 元石川県女性スポーツ協会会長

金丸　誠史 （一財)石川県ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会理事長

向田　和義 （公財）石川県体育協会専務理事

杉森　重廣 石川県障害者スポーツ協会副会長

竹田なを美 石川県勤労者体育協会副会長

舘　　順子 石川県スポーツ少年団常任委員

西尾　眞友 石川県ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞｸﾀｰ協議会副会長

能木場　由紀子 石川県婦人団体協議会会長

前田　一弘 石川県高等学校体育連盟会長

前畑　曜子 石川県スポーツ推進委員協議会副会長

丸山　章子 金沢学院大学人間健康学部スポーツ健康学科教授 

宮崎　　聡 石川県中学校体育連盟会長

関係行政 野口　  弘 石川県市町教育委員会連合会会長

学識経験

のある者

石川県スポーツ推進審議会委員名簿
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令和２年度 スポーツの実施状況等に関する県民意識調査結果 

 

1. 調査の目的 

 スポーツの実施状況等に関する県民の意識を把握し、「石川県スポーツ推進計画」策定の基

礎資料とするとともに、今後の施策の参考資料とする。 

 

2. 調査の概要 

(1) 調査対象：県内に居住する満１８歳以上の男女 

(2) 対象パネル：「楽天インサイト」パネル 

(3) 調査方法：上記パネルの登録モニターを対象とした WEB アンケート調査 

(4) 回収数：有効回収数 計 1,000 件 

(5) 回収割付：調査対象の人口構成比に準拠した割付 

(6) 調査時期：令和 2 年 9 月２５日～10 月 6 日 

(7) 実査委託先：楽天インサイト（2020 年 10 月） 

 

○標本の属性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※●男性：18～19 歳 目標：13 サンプル  4 サンプル納品（9 サンプル不足） 

⇒8 サンプルを、男性：20 代から補填、1 サンプルを、男性：30 代から補填 

●女性：70 代 目標：96 サンプル   33 サンプル納品（63 サンプル不足） 

⇒13 サンプルを、女性：60 代から補填、50 サンプルを、女性：50 代から補填 

件数 ％

全体 1,000 100.0%

男性 497 49.7%

女性 503 50.3%

18～19歳 16 1.6%

20代 135 13.5%

30代 140 14.0%

40代 195 19.5%

50代 213 21.3%

60代 185 18.5%

70代 116 11.6%

男性 18～19歳 4 0.4%

男性 20代 76 7.6%

男性 30代 72 7.2%

男性 40代 99 9.9%

男性 50代 80 8.0%

男性 60代 83 8.3%

男性 70代 83 8.3%

女性 18～19歳 12 1.2%

女性 20代 59 5.9%

女性 30代 68 6.8%

女性 40代 96 9.6%

女性 50代 133 13.3%

女性 60代 102 10.2%

女性 70代 33 3.3%

性年代

年代

性別
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3. 調査結果の概要 

 

○スポーツ実施率について 

 

 週 1 日以上のスポーツ実施率は 49.７％（国の令和 2 年度調査では 59.9％）、週 3 日以上は

22.４％（同 30.9％）でいずれも国全体の数値を下回っている 

 性別にみると、60 代を除き男性の方が女性よりも実施率が高くなっている 

 年代別にみると、２０～５０代の働く世代よりも 60，70 代の方が実施率は高い 

 「この 1 年間に運動・スポーツはしなかった」と回答した人の割合は 24.3％ 
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1000 10.7% 11.9% 12.7% 14.4% 13.8% 5.7% 3.7% 2.8% 24.3%

男性 497 12.3% 12.9% 13.9% 15.9% 13.5% 6.0% 4.2% 2.8% 18.5%

女性 503 9.1% 10.9% 11.5% 12.9% 14.1% 5.4% 3.2% 2.8% 30.0%

18～19歳 16 6.3% 31.3% 12.5% 18.8% 12.5% 18.8% 0.0% 0.0% 0.0%

20代 135 10.4% 10.4% 14.8% 13.3% 14.8% 9.6% 4.4% 5.2% 17.0%

30代 140 6.4% 9.3% 11.4% 17.9% 20.0% 5.7% 5.0% 1.4% 22.9%

40代 195 8.7% 6.2% 6.2% 17.4% 20.5% 6.2% 4.1% 3.6% 27.2%

50代 213 8.0% 10.8% 15.5% 12.2% 11.3% 5.6% 4.2% 1.9% 30.5%

60代 185 14.1% 15.7% 11.4% 13.0% 9.2% 3.8% 3.2% 3.2% 26.5%

70代 116 19.8% 19.8% 19.8% 12.1% 6.0% 1.7% 0.9% 1.7% 18.1%

男性 18～19歳 4 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

男性 20代 76 15.8% 7.9% 15.8% 11.8% 13.2% 7.9% 3.9% 6.6% 17.1%

男性 30代 72 9.7% 11.1% 12.5% 16.7% 22.2% 6.9% 4.2% 0.0% 16.7%

男性 40代 99 11.1% 8.1% 7.1% 19.2% 17.2% 7.1% 5.1% 3.0% 22.2%

男性 50代 80 6.3% 10.0% 18.8% 18.8% 10.0% 6.3% 8.8% 3.8% 17.5%

男性 60代 83 10.8% 14.5% 14.5% 13.3% 13.3% 6.0% 3.6% 2.4% 21.7%

男性 70代 83 19.3% 24.1% 15.7% 15.7% 6.0% 2.4% 0.0% 1.2% 15.7%

女性 18～19歳 12 0.0% 25.0% 8.3% 25.0% 16.7% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0%

女性 20代 59 3.4% 13.6% 13.6% 15.3% 16.9% 11.9% 5.1% 3.4% 16.9%

女性 30代 68 2.9% 7.4% 10.3% 19.1% 17.6% 4.4% 5.9% 2.9% 29.4%

女性 40代 96 6.3% 4.2% 5.2% 15.6% 24.0% 5.2% 3.1% 4.2% 32.3%

女性 50代 133 9.0% 11.3% 13.5% 8.3% 12.0% 5.3% 1.5% 0.8% 38.3%

女性 60代 102 16.7% 16.7% 8.8% 12.7% 5.9% 2.0% 2.9% 3.9% 30.4%

女性 70代 33 21.2% 9.1% 30.3% 3.0% 6.1% 0.0% 3.0% 3.0% 24.2%

全体

性別

年代

性年代

年代別運動実施率　週１日以上 (%)

全体 男性 女性

本県 全国 本県 全国 本県 全国

全年代平均 49.7% 60.0% 54.9% 61.4% 44.5% 58.7%

18～19歳 68.8% 64.1% 100.0% 65.1% 58.3% 63.0%

20代 48.9% 58.3% 51.3% 61.3% 45.8% 55.1%

30代 45.0% 55.1% 50.0% 59.0% 39.7% 51.0%

40代 38.5% 52.8% 45.5% 53.7% 31.3% 51.9%

50代 46.5% 54.2% 53.8% 55.3% 42.1% 53.1%

60代 54.1% 65.1% 53.0% 65.3% 54.9% 65.0%

70代 71.6% 74.8% 74.7% 76.3% 63.6% 73.6%

20歳以上のみ 49.4% 59.9% 54.6% 61.8% 44.2% 58.3%

年代別運動実施率　週３日以上 (%)

全体 男性 女性

本県 全国 本県 全国 本県 全国

全年代平均 22.6% 30.9% 25.2% 31.0% 20.1% 30.8%

18～19歳 37.5% 29.4% 75.0% 28.6% 25.0% 30.3%

20代 20.7% 25.2% 23.7% 25.4% 16.9% 24.9%

30代 15.7% 23.5% 20.8% 24.3% 10.3% 22.6%

40代 14.9% 23.8% 19.2% 24.1% 10.4% 23.5%

50代 18.8% 27.5% 16.3% 27.5% 20.3% 27.5%

60代 29.7% 36.9% 25.3% 36.7% 33.3% 37.0%

70代 39.7% 48.5% 43.4% 50.2% 30.3% 47.0%

20歳以上のみ 22.4% 30.9% 24.7% 31.4% 20.0% 30.4%
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○この 1 年間に実施した種目について（該当する種目を全て選択） 

 

 男性は、「ウオーキング（65.2％）」「トレーニング（26.8％）」「ランニング（24.1％）」「体

操（17.3％）」「ゴルフ（14.1％）」の順に多い 

 女性は「ウオーキング（60.4％）」「体操（21.7％）」「トレーニング（18.1％）」「エアロビク

ス・ヨガ等（16.9％）」が多い。 

 「この 1 年間に運動・スポーツはしなかった」と回答したのは男性で 18.5％、女性で 30.0％ 

 男性が女性より実施割合が高い上位の種目は「ランニング」「ゴルフ」「トレーニング」で、女

性の実施割合が高い種目は「エアロビクス・ヨガ」「体操」「ダンス」となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この 1 年間に実施した種目として選択された種目のうち、男女平均（全体）の割合が１％以上

だったものを割合の高い順で表示 
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○この 1 年間に特に多く実施した種目について（３つまで回答） 

 

 男性は、「ウオーキング（47.9％）」「トレーニング（15.3％）」「ランニング（12.5％）」「ゴ

ルフ（11.5％）」の順に多い 

 女性は、「ウオーキング（45.7%）」「エアロビクス・ヨガ（12.1%）」「トレーニング（11.5％）」

の順に多い 

 この 1 年間に実施した種目を全て選択した全項目と比較すると、男性では「ゴルフ」が「体操」

を逆転しており、女性においては「エアロビクス・ヨガ等」が「トレーニング」や「体操」を

逆転している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全項目でこの 1 年間に実施した種目として選択された種目のうち、男女平均（全体）の割合が

１％以上だったものを、本項目での選択率が高い順に並べなおして表示  
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○週に 1 日以上運動・スポーツを実施できなかった理由 

（直近 1 年間のスポーツ実施頻度が週 1 回未満の人を対象、複数回答） 

 

 「仕事や家事が忙しいから（46.3％）」「面倒くさいから（32.8％）」「歳をとったから（20.3％）」

「特に理由はない（18.9％）」の順に多い 

 「仕事や家事が忙しいから」と答えるのは、20，30，40 代が多く、男女ともに選択した人

の割合は 50％を超えており、特に 20 代男性では 70.3％が理由にあげている 

 性別にみると、「面倒くさいから」は 30 代を除き、男性より女性の方が高くなっているほか、

「運動・スポーツが嫌いだから（15.1％）」は、男性で 7.1％、女性で 21.5％と性差が大き

く、特に 20 代（31.3％）、30 代（22.0％）の女性で理由に挙げる人が多い 

 年代別にみると、「子どもに手がかかるから（11.3％）」は、30 代で理由として挙げる割合が

高く、男性が 30.6％（3 位）、女性が 41.5％（2 位）と高くなっているほか、「お金に余裕が

ないから（16.9％）」と回答する割合が 20 代（33.3％）で高い 
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仕 事 や 家 事 が 忙 し い か ら

子 ど も に 手 が か か る か ら

病 気 や け が を し て い る か

ら
歳 を と っ た か ら

場 所 や 施 設 が な い か ら

仲 間 が い な い か ら

指 導 者 が い な い か ら

お 金 に 余 裕 が な い か ら

運 動 ・ ス ポ ー ツ が 嫌 い だ

か ら

面 倒 く さ い か ら

運 動 ・ ス ポ ー ツ 以 上 に 大

切 な こ と が あ る か ら

生 活 や 仕 事 で 体 を 動 か し

て い る か ら

そ の 他 ：

特 に 理 由 は な い
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○運動・スポーツをした理由 

（直近 1 年間に 1 回以上運動・スポーツを実施した人を対象、複数回答） 

 

 「健康のため（83.0％）」「体力増進・維持のため（58.5％）」「運動不足を感じるから（54.2％）」

「楽しみ・気晴らしとして（46.1％）」の順に割合が高い 

 性別にみると、「運動不足を感じるから」は、男性の 20～40 代、女性の 70 代で低くなって

いる 

 女性の 20～50 代では同年代の男性と比較し「美容のため」「肥満解消、ダイエットのため」

と回答した人の割合が高い 

 年代別にみると、60 代、70 代で「健康のため」「体力増進・維持のため」という選択率が高

い 
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○運動・スポーツを実施した場所 

（直近 1 年間に 1 回以上運動・スポーツを実施した人を対象、複数回答） 

 

 「道路（45.3％）」「自宅（30.5％）」「公園（24.8％）」「公共体育・スポーツ施設（19.7％）」

の順に多い 

 「道路」は全ての年代で男女ともにもっとも運動・スポーツを実施した場所 

 「自宅」は女性（35.2％）、男性（26.4％）と女性が男性を大きく上回っている。 

 週に 5 日以上実施する人は「道路」「自宅」と答える人が他の実施率に比べて高く、「週 3 日

以上」「週 2 日以上」の層では、他の実施率と比較して「公共体育・スポーツ施設」「民間商業

インドア施設」の割合が高い 

 「公共体育・スポーツ施設」を利用した人の割合は 60 代を除き、女性より男性が高く、男性

の 20 代では 27.0％、30 代では 30.0％となっている 

 「民間商業インドア施設（フィットネスクラブ等）」は 13.9％が利用しており、男性の 10.6％

に対し、女性は 17.6％と割合が高く、特に女性の 50 代（22.0％）、60 代（28.2％）が高

い 
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○どのような形で運動・スポーツを実施したか 

（直近 1 年間に 1 回以上運動・スポーツを実施した人を対象、複数回答） 

 

 「個人で自由に（71.1％）」が突出して高く、「家族と（18.9％）」「地域の友人と自由に（11.1％）」

が続く 

 「個人で自由に」と答える人の割合は、20，30 代では男性よりも女性が高く、40 代以降は

男性が高くなっており、最も高い男性 50 代では 86.4％ 

 「家族と」実施した割合は、30 代女性が 33.3％と全性年代で一番高い一方、30 代男性は

8.3％と一番低い 

 「フィットネスクラブ等の民間の会員制スポーツクラブで（9.9％）」は、女性（14.2％）が男

性（6.2％）よりも割合が高くなっている 

 「総合型地域スポーツクラブに所属して」と回答した人の割合は 2.4％となっており、男性

（2.7％）の方が女性（2.0％）よりも高いものの、大きな差はない 

 運動実施頻度別にみると、「個人で自由に」は週に 1 日以上実施者で高く、「家族と」と回答し

た割合は週に 1 日未満の実施者で高い。 

 

 

 

（％） 
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職 場 の ク ラ ブ や 同 好 会 に 所 属 し て

学 校 の ク ラ ブ や 同 好 会 に 所 属 し て

お お む ね 同 じ 県 内 の ⼈ が 加 ⼊ し て い る

ク ラ ブ や 同 好 会 に 所 属 し て

お お む ね 同 じ 市 町 内 の ⼈ が 加 ⼊ し て い

る ク ラ ブ や 同 好 会 ︵ 総 合 型 地 域 ス ポ �

ツ ク ラ ブ を 除 く ︶ に 所 属 し て

総 合 型 地 域 ス ポ � ツ ク ラ ブ に 所 属 し て

公 共 施 設 で ⾏ わ れ て い る ス ポ � ツ や 体

⼒ づ く り の 教 室 で

フ � � ト ネ ス ク ラ ブ 等 の ⺠ 間 の 会 員 制

ス ポ � ツ ク ラ ブ で

個 ⼈ で ⾃ 由 に

地 域 の 友 ⼈ と ⾃ 由 に

職 場 の 友 ⼈ と ⾃ 由 に

地 域 の イ ベ ン ト で

職 場 の イ ベ ン ト で

家 族 と

そ の 他 ︓
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○１年前と比べて運動・スポーツを実施する頻度は増えたか減ったか（全員） 

 

 

 「増えた（15.2％）」「変わらない（51.2％）」「減った（27.3％）」 

 すべての性別、年代別のグループで、「減った」の割合が「増えた」を上回っている 

 性別にみると、男性よりも女性の方が、実施頻度が「減った」とする割合が高い 
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○実施する頻度が増えた理由（「増えた」と回答した方のみ対象） 

 

 「仕事が忙しくなくなったから（32.9％）」「運動・スポーツが好きになったから（21.7％）」

「その他（19.1％）」「特に理由はない（17.8％）」の順に多い 

 性別にみると、「仕事が忙しくなくなったから」は、男性が 40.5％、女性が 24.7％と性差が

大きく、特に 50 代は、男性 57.1％に対し女性が 17.6％となっている 
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1
7

 

 

○これ以上運動・スポーツの実施頻度を増やせない（増やさない）理由 

（「あまり変わらない/変わらない」「減った」と） 

 

 「仕事や家事が忙しいから（36.4％）」「面倒くさいから（22.7％）」「特に理由はない（20.3％）」

の順に高い 

 性別にみると、「面倒くさいから」は、20～40 代の女性で 30％をこえる割合となっている

（他の性年代は全て 30％未満） 

 「新型コロナウイルス感染防止のため」と回答した人の割合は 19.2％。20～40 代よりも 50

代以上で割合が高くなっている 

 年代別にみると、「仕事や家事が忙しいから」は、男女ともに 20～40 代で割合が高い 
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○この 1 年間にどんなスポーツを観戦したか（複数回答） 

 

【直接現地で観戦】 

 直接現地で観戦した人の割合は全体で 16.6％ 

 性別にみると、男性では 20.5％、女性では 12.7％と差がある。特に 50 代以上の女性では観

戦しなかった人の割合が 90％を超えている 

 協定を結んでいる７チームの中で最も観戦されているのはツエーゲン金沢（5.3％） 

 運動頻度別にみると、運動実施頻度が高いと現地で観戦している人の割合が高く、非実施者・

頻度不明者で低くなっている 

 

【テレビやインターネットで観戦】 

 テレビ・インターネットで観戦した人は 36.9％ 

 性別にみると、男性では 44.7％、女性では 29.2％。男性ではすべての年代で観戦した人の割

合が 4 割を超えている一方で、女性は 3 割程度にとどまっている 

 「マラソン・駅伝（15.5％）」「石川ミリオンスターズ以外のプロ野球（11.1％）」が高い 

 運動頻度別にみると、直接現地で観戦した場合と同様に、運動実施頻度が高いと観戦している

人の割合が高く、非実施者・頻度不明者で低くなっている 
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⽯ 川 ミ リ オ ン ス タ � ズ ︵ プ ロ 野

球 ︶

⽯ 川 ミ リ オ ン ス タ � ズ 以 外 の プ

ロ 野 球

そ の 他 野 球 ︑ ソ フ ト ボ � ル

ツ エ � ゲ ン ⾦ 沢 ︵ サ � カ � ︶

ツ エ � ゲ ン ⾦ 沢 以 外 の サ � カ �

⽇ 本 代 表 ︑ J リ � グ ︵ J 1 ︑

J 2 ︑ J 3 ︶

そ の 他 サ � カ �

ヴ � ン セ ド � ル ⽩ ⼭ ︵ フ � ト サ

ル ︶

ヴ � ン セ ド � ル ⽩ ⼭ 以 外 の フ �
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ｎ

⽯ 川 ミ リ オ ン ス タ � ズ ︵ プ ロ 野

球 ︶

⽯ 川 ミ リ オ ン ス タ � ズ 以 外 の プ

ロ 野 球

そ の 他 野 球 ︑ ソ フ ト ボ � ル

ツ エ � ゲ ン ⾦ 沢 ︵ サ � カ � ︶

ツ エ � ゲ ン ⾦ 沢 以 外 の サ � カ �

⽇ 本 代 表 ︑ J リ � グ ︵ J 1 ︑

J 2 ︑ J 3 ︶

そ の 他 サ � カ �

ヴ � ン セ ド � ル ⽩ ⼭ ︵ フ � ト サ

ル ︶

ヴ � ン セ ド � ル ⽩ ⼭ 以 外 の フ �

ト サ ル

P F U ブ ル � キ � � ツ ︵ バ レ �

ボ � ル ︶

P F U ブ ル � キ � � ツ 以 外 の バ

レ � ボ � ル ︵ V リ � グ ︑ ⽇ 本 代

表 含 む ︶

⾦ 沢 武 ⼠ 団 ︵ バ ス ケ � ト ボ �

ル ︶

⾦ 沢 武 ⼠ 団 以 外 の バ ス ケ � ト

ボ � ル ︵ B リ � グ ︑ N B A 含

む ︶

北 國 銀 ⾏ ハ ン ド ボ � ル 部 ︵ ハ ン

ド ボ � ル ︶

北 國 銀 ⾏ ハ ン ド ボ � ル 部 以 外 の

ハ ン ド ボ � ル ︵ ⽇ 本 リ � グ 含

む ︶

⾦ 沢 学 院 ク ラ ブ ︵ バ ド ミ ン ト

ン ︶

⾦ 沢 学 院 ク ラ ブ 以 外 の バ ド ミ ン

ト ン ︵ S ／ J リ � グ 含 む ︶

マ ラ ソ ン ︑ 駅 伝

障 害 者 ス ポ � ツ ︵ ⾞ い す バ ス

ケ � ト ボ � ル ︑ ⾞ い す テ ニ ス

等 ︶

そ の 他 ︓

ス ポ � ツ 観 戦 は し な か っ た
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○スポーツを観戦した理由 

（直近 1 年間に現地またはテレビ・インターネットでスポーツを観戦した人対象、複数回答） 

 

 「そのスポーツが好きだから（62.0％）」「応援しているチームがあるから（21.5％）」「暇つ

ぶしのため（19.4％）」の順に高い。 

 性別にみると、「そのスポーツが好きだから（62.0％）」で、男性（70.0％）が女性（50.3％）

よりも高い。一方「友人や家族に誘われたから（9.2％）」では、女性（13.5％）が男性（6.2％）

よりも割合が高い 

 全ての年代で「そのスポーツが好きだから」の割合が一番高い 
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382 62.0 6.3 6.3 21.5 13.9 19.4 6.8 9.2 4.5 2.9 1.6 10.7

男性 227 70.0 8.4 8.4 21.1 14.5 20.7 7.9 6.2 3.5 2.6 0.4 9.3

⼥性 155 50.3 3.2 3.2 21.9 12.9 17.4 5.2 13.5 5.8 3.2 3.2 12.9
18〜19歳 7 42.9 14.3 0.0 42.9 28.6 42.9 14.3 14.3 0.0 0.0 0.0 14.3
20代 58 44.8 8.6 3.4 17.2 8.6 25.9 10.3 19.0 0.0 6.9 3.4 3.4
30代 55 61.8 5.5 18.2 9.1 14.5 23.6 14.5 7.3 5.5 0.0 0.0 10.9
40代 71 67.6 9.9 9.9 22.5 16.9 19.7 5.6 11.3 11.3 2.8 1.4 9.9
50代 79 63.3 3.8 5.1 31.6 19.0 8.9 3.8 10.1 5.1 3.8 3.8 10.1
60代 65 72.3 4.6 0.0 13.8 6.2 12.3 3.1 3.1 1.5 1.5 0.0 21.5
70代 47 61.7 4.3 2.1 29.8 14.9 29.8 4.3 2.1 2.1 2.1 0.0 6.4
男性 18〜19歳 4 50.0 25.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 25.0
男性 20代 35 57.1 14.3 2.9 17.1 8.6 31.4 17.1 11.4 0.0 5.7 0.0 5.7
男性 30代 35 68.6 8.6 22.9 8.6 14.3 22.9 17.1 0.0 2.9 0.0 0.0 8.6
男性 40代 46 69.6 10.9 13.0 19.6 19.6 21.7 6.5 6.5 6.5 4.3 2.2 10.9
男性 50代 36 77.8 5.6 8.3 27.8 13.9 8.3 0.0 8.3 5.6 5.6 0.0 5.6
男性 60代 36 77.8 5.6 0.0 13.9 8.3 16.7 5.6 5.6 2.8 0.0 0.0 16.7
男性 70代 35 71.4 2.9 2.9 37.1 17.1 25.7 2.9 2.9 2.9 0.0 0.0 5.7
⼥性 18〜19歳 3 33.3 0.0 0.0 33.3 0.0 100.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
⼥性 20代 23 26.1 0.0 4.3 17.4 8.7 17.4 0.0 30.4 0.0 8.7 8.7 0.0
⼥性 30代 20 50.0 0.0 10.0 10.0 15.0 25.0 10.0 20.0 10.0 0.0 0.0 15.0
⼥性 40代 25 64.0 8.0 4.0 28.0 12.0 16.0 4.0 20.0 20.0 0.0 0.0 8.0
⼥性 50代 43 51.2 2.3 2.3 34.9 23.3 9.3 7.0 11.6 4.7 2.3 7.0 14.0
⼥性 60代 29 65.5 3.4 0.0 13.8 3.4 6.9 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 27.6
⼥性 70代 12 33.3 8.3 0.0 8.3 8.3 41.7 8.3 0.0 0.0 8.3 0.0 8.3
週に5⽇以上

（年251⽇以

上）

48 64.6 4.2 8.3 31.3 12.5 18.8 10.4 6.3 6.3 2.1 2.1 12.5

週に3⽇以上

（年151⽇〜

250⽇）

53 64.2 9.4 9.4 15.1 20.8 15.1 7.5 3.8 3.8 7.5 1.9 11.3

週に2⽇以上

（年101⽇〜

150⽇）

68 63.2 8.8 7.4 25.0 10.3 10.3 7.4 16.2 2.9 0.0 0.0 8.8

週に1⽇以上

（年51⽇〜

100⽇）

64 62.5 7.8 7.8 20.3 12.5 31.3 9.4 6.3 1.6 4.7 0.0 4.7

⽉に1〜3⽇

（年12⽇〜

50⽇）

64 62.5 7.8 3.1 20.3 14.1 21.9 7.8 17.2 1.6 3.1 1.6 9.4

3か⽉に1〜2

⽇（年4⽇〜

11⽇）

24 54.2 4.2 4.2 20.8 12.5 20.8 0.0 4.2 16.7 4.2 8.3 12.5

年に1〜3⽇ 13 46.2 0.0 0.0 15.4 7.7 15.4 0.0 15.4 7.7 0.0 0.0 7.7
わからない／覚

えていない
3 66.7 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3

直近1年間の

スポーツ実施頻

度

全体

性別

年代

性年代
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○観戦したスポーツ種目とのその後の関わり 

（直近 1 年間に現地またはテレビ・インターネットでスポーツを観戦した人対象、複数回答） 

 

 「特に何もしていない（53.7％）」が最も高く、「観戦した際のチームや選手について調べてみ

た（15.4％）」「そのスポーツを自分自身が実施した（14.4％）」が続く 

 性別にみると、観戦後にその種目と何らかのかかわりを持った人の割合は、男性で 48.9％、

女性で 42.6％と男性の方が高い 

 年代別にみると、若い世代で関わりを持つ割合が高い傾向がある 

 

 

 

（％） 

49



   

25 

 

   (%)

ｎ

そ

の

ス

ポ
�

ツ

を

⾃

分

⾃

⾝

が

実

施

し

た

そ

の

ス

ポ
�

ツ

を

家

族

が

実

施

し

た

そ

の

ス

ポ
�

ツ

を

⾃

分

の

友

⼈

や

知

⼈

が

実

施

し

た

そ

の

ス

ポ
�

ツ

種

⽬

で

は

な

い

が
︑

観

戦

を

き

っ

か

け

に

そ

れ

以

外

の

ス

ポ
�

ツ

種

⽬

を

実

施

し

た

そ

の

ス

ポ
�

ツ

に

関

わ

る

ボ

ラ

ン

テ

�

ア

活

動

を

実

施

し

た

家

族

や

友

⼈

に
︑

そ

の

ス

ポ
�

ツ

の

観

戦

を

勧

め

た

そ

の

ス

ポ
�

ツ

の

ル
�

ル

を

調

べ

て

み

た

観

戦

し

た

際

の

チ
�

ム

や

選

⼿

に

つ

い

て

調

べ

て

み

た

そ

の

ス

ポ
�

ツ

に

関

わ

る

グ
�

ズ

等

を

購

⼊

し

て

み

た

そ

の

他

︓

特

に

何

も

し

て

い

な

い

382 14.4 8.6 6.5 3.1 3.7 7.9 6.5 15.4 7.9 0.3 53.7

男性 227 19.8 7.0 8.4 3.5 5.7 7.5 6.6 16.3 7.9 0.4 51.1
⼥性 155 6.5 11.0 3.9 2.6 0.6 8.4 6.5 14.2 7.7 0.0 57.4
18〜19歳 7 42.9 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 28.6 14.3 0.0 0.0 42.9
20代 58 22.4 5.2 3.4 5.2 1.7 8.6 19.0 19.0 12.1 0.0 36.2
30代 55 18.2 10.9 18.2 5.5 7.3 9.1 7.3 10.9 3.6 0.0 36.4
40代 71 14.1 21.1 8.5 5.6 7.0 4.2 4.2 16.9 8.5 1.4 50.7
50代 79 10.1 5.1 3.8 1.3 1.3 12.7 3.8 20.3 10.1 0.0 60.8
60代 65 7.7 7.7 4.6 1.5 3.1 6.2 3.1 13.8 9.2 0.0 63.1
70代 47 12.8 0.0 2.1 0.0 2.1 4.3 0.0 8.5 2.1 0.0 76.6
男性 18〜19歳 4 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 50.0
男性 20代 35 25.7 2.9 5.7 8.6 2.9 5.7 17.1 17.1 8.6 0.0 40.0
男性 30代 35 22.9 11.4 17.1 5.7 11.4 14.3 8.6 14.3 2.9 0.0 28.6
男性 40代 46 19.6 13.0 10.9 4.3 10.9 2.2 4.3 21.7 8.7 2.2 47.8
男性 50代 36 16.7 5.6 5.6 0.0 2.8 13.9 8.3 22.2 16.7 0.0 55.6
男性 60代 36 13.9 8.3 8.3 2.8 2.8 2.8 0.0 11.1 8.3 0.0 63.9
男性 70代 35 17.1 0.0 2.9 0.0 2.9 5.7 0.0 8.6 2.9 0.0 71.4
⼥性 18〜19歳 3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 33.3
⼥性 20代 23 17.4 8.7 0.0 0.0 0.0 13.0 21.7 21.7 17.4 0.0 30.4
⼥性 30代 20 10.0 10.0 20.0 5.0 0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 0.0 50.0
⼥性 40代 25 4.0 36.0 4.0 8.0 0.0 8.0 4.0 8.0 8.0 0.0 56.0
⼥性 50代 43 4.7 4.7 2.3 2.3 0.0 11.6 0.0 18.6 4.7 0.0 65.1
⼥性 60代 29 0.0 6.9 0.0 0.0 3.4 10.3 6.9 17.2 10.3 0.0 62.1
⼥性 70代 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 91.7
週に5⽇以上

（年251⽇以

上）

48 14.6 6.3 8.3 2.1 6.3 6.3 14.6 18.8 8.3 0.0 60.4

週に3⽇以上

（年151⽇〜

250⽇）

53 24.5 5.7 11.3 3.8 1.9 9.4 3.8 22.6 11.3 0.0 50.9

週に2⽇以上

（年101⽇〜

150⽇）
68 16.2 11.8 5.9 7.4 2.9 11.8 7.4 16.2 13.2 0.0 47.1

週に1⽇以上

（年51⽇〜

100⽇）
64 15.6 6.3 6.3 3.1 4.7 6.3 4.7 7.8 7.8 0.0 53.1

⽉に1〜3⽇

（年12⽇〜

50⽇）

64 12.5 14.1 4.7 0.0 4.7 7.8 6.3 14.1 4.7 0.0 51.6

3か⽉に1〜2

⽇（年4⽇〜

11⽇）

24 12.5 16.7 8.3 4.2 8.3 8.3 8.3 8.3 4.2 4.2 45.8

年に1〜3⽇ 13 15.4 7.7 7.7 7.7 0.0 0.0 7.7 15.4 0.0 0.0 38.5
わからない／覚

えていない
3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7

直近1年間の

スポーツ実施頻

度

全体

性別

年代

性年代
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○この 1 年間にスポーツに関するボランティア活動を実施したか（全員） 

 

 ボランティアを実施した人の割合は「日常的・定期的に行った（3.5％）」と「イベント・大会

で不定期に行った（6.1％）」をあわせて 9.6％ 

 性別にみると、ボランティアを実施した人の割合は、女性よりも男性の方が高い 

 年代別にみると、男女ともに、20～40 代の方が、50 代以上よりもボランティア活動の実施

率が高い 

 スポーツ実施頻度別にみると、週に 1～2 日実施者でボランティアを実施した人の割合が最も

高くなっている（令和元年度スポーツ庁調査でも同様の傾向） 

 

 

 

 

(%)

ｎ

⽇

常

的

・

定

期

的

に

⾏

っ

た イ

ベ

ン

ト

・

⼤

会

で

不

定

期

に

⾏

っ

た

⾏

っ

て

い

な

い

わ

か

ら

な

い

／

覚

え

て

い

な

い

1000 3.5 6.1 85.1 5.3

男性 497 4.8 7.0 82.7 5.4
⼥性 503 2.2 5.2 87.5 5.2
18〜19歳 16 6.3 0.0 87.5 6.3
20代 135 1.5 5.9 83.0 9.6
30代 140 7.9 8.6 81.4 2.1
40代 195 4.1 12.8 73.8 9.2
50代 213 3.3 4.2 88.3 4.2
60代 185 2.2 3.2 90.8 3.8
70代 116 1.7 0.9 95.7 1.7
男性 18〜19歳 4 25.0 0.0 75.0 0.0
男性 20代 76 2.6 6.6 80.3 10.5
男性 30代 72 11.1 9.7 76.4 2.8
男性 40代 99 3.0 18.2 70.7 8.1
男性 50代 80 6.3 2.5 85.0 6.3
男性 60代 83 3.6 2.4 90.4 3.6
男性 70代 83 2.4 1.2 95.2 1.2
⼥性 18〜19歳 12 0.0 0.0 91.7 8.3
⼥性 20代 59 0.0 5.1 86.4 8.5
⼥性 30代 68 4.4 7.4 86.8 1.5
⼥性 40代 96 5.2 7.3 77.1 10.4
⼥性 50代 133 1.5 5.3 90.2 3.0
⼥性 60代 102 1.0 3.9 91.2 3.9
⼥性 70代 33 0.0 0.0 97.0 3.0
週に5⽇以上

（年251⽇以

上）
107 7.5 3.7 84.1 4.7

週に3⽇以上

（年151⽇〜

250⽇）
119 7.6 5.9 84.0 2.5

週に2⽇以上

（年101⽇〜

150⽇）
127 5.5 8.7 85.8 0.0

週に1⽇以上

（年51⽇〜

100⽇）
144 2.8 12.5 77.1 7.6

⽉に1〜3⽇

（年12⽇〜

50⽇）
138 2.2 5.8 86.2 5.8

3か⽉に1〜2

⽇（年4⽇〜

11⽇）
57 3.5 7.0 84.2 5.3

年に1〜3⽇ 37 2.7 2.7 86.5 8.1
わからない／覚

えていない
28 0.0 3.6 71.4 25.0

直近1年間の

スポーツ実施頻

度

全体

性別

年代

性年代
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○どのようなボランティア活動を行ったのか 

（直近 1 年間にボランティアを実施した人を対象、複数回答） 

 

 「自身やお子様が所属するスポーツ団体やクラブでの補助的な活動（32.3％）」が最も多く、

「大会・イベントの運営や世話（30.2％）」「スポーツクラブ・団体の運営や世話（21.9％）」

「運動・スポーツの指導（20.8％）」が続く 

 性別にみると、男性では「運動・スポーツの指導（30.5％）」「スポーツクラブ・団体の運営や

世話（28.8％）」「スポーツの審判（13.6％）」が高く、女性では、送迎や弁当の準備などの「自

身や子供の所属するスポーツ団体やクラブでの補助的な活動」の割合が 43.2％と高い 

 

 

（％） 
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(%)

運

動

・

ス

ポ

�

ツ

の

指

導

ス

ポ

�

ツ

の

審

判

ス

ポ

�

ツ

ク

ラ

ブ

・

団

体

の

運

営

や

世

話

ス

ポ

�

ツ

施

設

の

管

理

の

⼿

伝

い

⼤

会

・

イ

ベ

ン

ト

の

運

営

や

世

話

⾃

⾝

や

お

⼦

様

が

所

属

す

る

ス

ポ

�

ツ

団

体

や

ク

ラ

ブ

で

の

補

助

的

な

活

動
︵

練

習

や

⼤

会

で

の

参

加

者

の

送

迎
︑

参

加

者

の

飲

料

や

弁

当

の

準

備
︑

活

動

場

所

や

施

設

の

予

約

・

⼿

配
︑

指

導

や

審

判

の

補

助
︑

役

員

や

会

計

係

等
︑

ウ
�

ブ

サ

イ

ト

や

チ

ラ

シ

の

作

成
︑

等
︶

そ

の

他

︓

わ

か

ら

な

い

／

覚

え

て

い

な

い

20.8 10.4 21.9 14.6 30.2 32.3 2.1 9.4

男性 30.5 13.6 28.8 15.3 30.5 25.4 0.0 8.5
⼥性 5.4 5.4 10.8 13.5 29.7 43.2 5.4 10.8
18〜19歳 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20代 20.0 10.0 30.0 20.0 30.0 10.0 0.0 10.0
30代 30.4 17.4 30.4 34.8 30.4 17.4 0.0 4.3
40代 12.1 6.1 15.2 9.1 36.4 57.6 3.0 9.1
50代 18.8 12.5 12.5 6.3 12.5 37.5 6.3 12.5
60代 30.0 10.0 10.0 0.0 50.0 10.0 0.0 20.0
70代 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

全体

性別

年代
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○どんなきっかけや動機づけがあれば、ボランティア活動を実施・継続するか（全員、複数回答） 

 

 「好きなスポーツの普及・支援（19.8％）」「地域での居場所、役割、生きがい（14.8％）」「出

会い・交流の場（14.3％）」の順に高い 

 「どんな動機付けがあってもしない・できない」という回答が 21.0％あり、男性では 20～

60 代、女性でも 20～50 代は選択率が 20％程度であるのに対し、男性 70 代は 38.8％、

女性は 60 代で 36.3％、70 代で 48.5％と高齢になるほど選択率が高くなっている 

 男性の「好きなスポーツの普及・支援」が動機づけとして有効と回答した人の割合は各年代の

女性よりも高い 

 女性は「その大会・クラブ等への家族・友人の参加」を選択した人の割合が、70 代以外の各

年代で男性よりも高い 

 

 

 

（％） 
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○あなたは以下の各項目について、１年間でいくら程度費用をかけていますか 

 

 「スポーツ実施のための費用」「スポーツ観戦のための費用」において、「スポーツクラブの会

員・レッスン料」を除くすべての項目で、全く費用をかけない人の割合は、男性より女性のほ

うが高い。 

 スポーツ実施のための費用のうち、「スポーツ用品・スポーツウェアの購入」に費用をかけた

人は、全体の半数以上に上る。一方で施設使用料に費用をかけた人は全体で 2 割程度に満た

ず、特に女性は 1 割程度にとどまっている。 

 

 この 1 年間に現地又はテレビ・インターネット等でスポーツを観戦したと回答した人のうち、

７割強は「入場券・サポーター組織の会費」に費用をかけていない。 

 

(%)

男性 ⼥性 男性 ⼥性 男性 ⼥性

0円（全くお⾦

をかけていな

い）

73.8 71.8 76.8 70.4 68.3 73.5 78.5 77.5 80.0

〜2,000円未

満
6.0 7.9 3.2 8.1 9.3 6.5 6.3 7.5 4.5

2,000円〜

5,000円未満
8.1 9.3 6.5 6.5 7.9 4.5 6.8 6.6 7.1

5,000円〜

10,000円未

満

6.0 5.3 7.1 4.5 4.0 5.2 3.9 4.0 3.9

10,000円〜

15,000円未

満

3.4 2.6 4.5 4.5 4.4 4.5 1.8 1.3 2.6

15,000円〜

20,000円未

満

0.5 0.4 0.6 1.0 0.9 1.3 0.3 0.0 0.6

20,000円〜

30,000円未

満

0.0 0.0 0.0 0.8 0.4 1.3 0.3 0.4 0.0

30,000円以

上
2.1 2.6 1.3 4.2 4.8 3.2 2.1 2.6 1.3

この1年間に1回以上スポーツを観戦したと回答した⼈のみを対象

全体
性別

全体
性別

全体
性別

スポーツ観戦のための費⽤

⼊場券・サポーター組織の会費 交通費・宿泊費 その他の費⽤

(%)

男性 ⼥性 男性 ⼥性 男性 ⼥性 男性 ⼥性 男性 ⼥性

0円（全くお⾦

をかけていな

い）

45.6 39.3 52.8 73.8 77.5 69.6 82.7 76.0 90.3 69.1 61.7 77.6 75.4 67.4 84.7

〜2,000円未

満
9.6 9.1 10.2 3.6 2.5 4.8 3.7 3.7 3.7 8.5 11.1 5.4 7.0 9.1 4.5

2,000円〜

5,000円未満
11.6 12.3 10.8 3.8 3.7 4.0 3.2 3.7 2.6 6.2 5.2 7.4 6.3 7.7 4.8

5,000円〜

10,000円未

満

13.3 13.8 12.8 4.2 3.0 5.7 2.5 4.0 0.9 5.0 6.7 3.1 4.1 5.4 2.6

10,000円〜

15,000円未

満

7.4 9.6 4.8 2.8 2.7 2.8 0.8 1.5 0.0 3.3 4.4 2.0 1.7 2.5 0.9

15,000円〜

20,000円未

満

4.8 5.2 4.3 1.1 1.0 1.1 0.9 1.2 0.6 0.9 1.2 0.6 0.7 1.0 0.3

20,000円〜

30,000円未

満

2.2 2.7 1.7 2.0 2.0 2.0 0.8 1.5 0.0 1.5 2.5 0.3 0.8 1.2 0.3

30,000円以

上
5.4 7.9 2.6 8.7 7.7 9.9 5.4 8.4 2.0 5.5 7.2 3.7 4.0 5.7 2.0

この1年間に1回以上運動・スポーツを実施したと回答した⼈のみを対象

全体
性別

全体
性別

全体
性別

スポーツ実施のための費⽤

スポーツ⽤品・

スポーツウェアの購⼊

スポーツクラブの会員・

レッスン料
施設使⽤料 交通費・宿泊費 その他の費⽤

全体
性別

全体
性別
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○運動・スポーツ振興のため、石川県に力を入れてもらいたいこと（複数回答） 

 

 要望があるとした回答では、「各種スポーツ施設の整備（20.9％）」「子どものスポーツをする

機会の充実（16.2％）」「子どもの体力向上（14.7％）」の順に割合が高い 

 性別にみると、「子どものスポーツをする機会の充実」と「子どもの体力向上」は女性（20～

40 代）で割合が高く、「競技力の向上」「プロ・企業スポーツの振興」「スポーツ観戦事業の充

実」は男性の割合が高くなっている 

 年代別にみると、50 代以上で「各種スポーツ施設の整備」を要望する人の割合が高くなって

いる 

 「力を入れてもらいたいことはない」と回答した人の割合は 31.0％ 

 「この 1 年間に運動・スポーツは実施しなかった」人の 51.9％が「力を入れてもらいたいこ

とはない」と回答 

 

 

 

（％） 
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⽯川県スポーツ推進条例 

平成⼆⼗九年七⽉四⽇ 

条例第三⼗⼀号 

⽯川県スポーツ推進条例をここに公布する。 

⽯川県スポーツ推進条例 

(⽬的) 

第⼀条 この条例は、スポーツが健康の保持増進、⼦どもの健全な育成、地域社会の活性化、産業の振興等に

資することに鑑み、スポーツの推進に関する基本理念を定め、県の責務並びに県⺠、事業者及びスポーツ団

体の役割を明らかにするとともに、スポーツに関する施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策

を総合的かつ計画的に推進し、もって県⺠の⼼⾝の健全な発達及び活⼒ある地域社会の実現に寄与すること

を⽬的とする。 

(基本理念) 

第⼆条 スポーツに関する施策は、次に掲げる事項を基本として推進されなければならない。 

⼀ スポーツを通じて県⺠の⼼⾝の健康及び体⼒の保持増進が図られるとともに、スポーツを⾏う者の安全

の確保に必要な配慮が⾏われること。 

⼆ 全ての県⺠が⽣涯にわたってあらゆる機会とあらゆる場所において、その適性、関⼼等に応じて、⾃主

的かつ主体的にスポーツに親しむことができ、その価値及び意義を実感できること。 

三 スポーツを通じて、⼦ども(⼗⼋歳未満の者をいう。以下同じ。)の⼼⾝の成⻑の過程における体⼒及び

運動能⼒の向上が図られるとともに、社会性、規範意識、フェアプレーの精神等を養い、豊かな⼈間性を

育むものであること。 

四 障害者が⾃主的かつ積極的にスポーツを⾏うことができるよう、障害の種類及び程度に応じて必要な配

慮及び⽀援が⾏われること。 

五 県内に活動の拠点を置き、⼜は現に居住し、若しくは居住していたスポーツ選⼿(以下「県のスポーツ選

⼿」という。)の育成、指導者の確保及び養成等によりスポーツに関する競技⽔準(以下「競技⽔準」とい

う。)の向上が図られること。 

六 県⺠が⾝近にスポーツに親しむとともに、スポーツ活動(スポーツを⾏い、観覧し、県のスポーツ選⼿及

び県内に活動の拠点を置くスポーツチームを応援し、並びにスポーツに対し幅広く⽀援を⾏うことをい

う。以下同じ。)の充実が図られるよう、スポーツ施設(スポーツの設備を含む。以下同じ。)の整備その他

の環境の整備が⾏われること。 

七 地域の特性を活かしたスポーツを通じて、県⺠がその居住する地域において、全ての世代の⼈々の交流

が促進されるとともに、当該地域以外の地域との交流が促進されることにより、地域社会の活性化及び産

業の振興が図られること。 

⼋ スポーツ活動に参加する気運が醸成され、県⺠の⼀体感が⾼められること。 

(県の責務) 

第三条 県は、基本理念にのっとり、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。 

2 県は、市町及びスポーツの振興のための事業を⾏うことを主たる⽬的とする団体(以下「スポーツ団体」と

いう。)が⾏うスポーツの推進に関する取組並びに県⺠及び県内において事業活動を⾏う者(スポーツ団体を

除く。以下「事業者」という。)が⾏うスポーツ活動に対し、助⾔、情報の提供その他必要な⽀援を⾏うよう

努めるものとする。 

(県⺠及び事業者の役割) 
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第四条 県⺠及び事業者は、基本理念にのっとり、スポーツが持つ県⺠⽣活及び地域社会における意義につい

ての理解を深め、スポーツの推進に⾃主的かつ主体的に取り組むよう努めるとともに、地域におけるスポー

ツの発展に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。 

(スポーツ団体の役割) 

第五条 スポーツ団体は、基本理念にのっとり、スポーツの推進に関する施策に理解を深め、スポーツの普及

及び競技⽔準の向上に主体的かつ積極的に取り組むよう努めるものとする。 

(相互の連携) 

第六条 県、県⺠、市町、スポーツ団体及び事業者は、スポーツの推進を図るため、相互の連携に努めるもの

とする。 

(推進計画) 

第七条 知事は、スポーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、スポーツ基本法(平成⼆⼗三年

法律第七⼗⼋号。以下「法」という。)第⼗条第⼀項に規定する地⽅スポーツ推進計画(以下この条において

「推進計画」という。)を策定するものとする。 

2 推進計画は、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な事項その他必要な事項を

定めるものとする。 

3 知事は、推進計画を策定しようとするときは、県⺠の意⾒が適切に反映されるよう必要な措置を講ずるもの

とする。 

4 知事は、推進計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 

5 前⼆項の規定は、推進計画の変更について準⽤する。 

6 知事は、推進計画の実施状況を議会に報告するとともに、これを公表するものとする。 

(県⺠参加の促進) 

第⼋条 県は、市町、スポーツ団体及び事業者と連携し、スポーツに対する県⺠の関⼼と理解を深め、年間を

通じて県⺠のスポーツ活動への参加を促進するよう努めるものとする。 

2 県は、スポーツの推進を図るため、県⺠がスポーツ活動に参加する気運が醸成され、県⺠の⼀体感が⾼めら

れるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

3 県は、県⺠のスポーツ活動への参加を促進するため、総合型地域スポーツクラブをはじめとする地域スポー

ツクラブ(地域において県⺠が⾃主的かつ主体的に運営するスポーツ団体をいう。)を育成し、及び⽀援する

など地域におけるスポーツ活動の推進に努めるとともに、法第⼆⼗四条に規定するスポーツ・レクリエーシ

ョン活動を普及するなど県⺠が気軽にスポーツ活動を⾏う環境の整備に必要な施策を講ずるよう努めるもの

とする。 

(健康の保持増進) 

第九条 県は、県⺠のスポーツ活動を通じた健康の保持増進を推進するため、市町、スポーツ団体及び事業者

と連携し、スポーツ活動に関する適切な情報の提供その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

(⽣涯にわたるスポーツ活動の推進) 

第⼗条 県は、全ての県⺠が、⽣涯にわたって、年齢、性別を問わず、体⼒、技術、興味、⽬的等に応じて、

スポーツ活動に参加することができるよう、市町、スポーツ団体及び事業者と連携して、その機会の提供そ

の他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

(⼥性のスポーツ活動の充実) 
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第⼗⼀条 県は、⼥性のスポーツ活動を推進するため、市町、スポーツ団体及び事業者と連携して、⼥性がス

ポーツ活動に参加しやすい環境の整備、スポーツ活動に参加する機会の提供その他必要な施策を講ずるよう

努めるものとする。 

2 県は、⼥性のスポーツ選⼿の⾝体的特性に鑑み、医学的な知識が普及されるよう必要な施策を講ずるよう努

めるものとする。 

(⼦どものスポーツ活動の充実) 

第⼗⼆条 県は、⼦どものスポーツ活動を推進するため、学校、スポーツ団体、家庭及び地域住⺠と連携し

て、⼦どもがスポーツに参加しやすい環境の整備、スポーツ活動に参加する機会の提供その他必要な施策を

講ずるよう努めるものとする。 

(学校におけるスポーツ活動の充実) 

第⼗三条 県は、学校における体育、運動部活動等のスポーツ活動の推進を図るため、スポーツに関する教員

の資質の向上、地域におけるスポーツの指導者の活⽤その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

2 県は、前項の施策を講ずるに当たっては、学校における体育、運動部活動等が全ての地域において等しく⾏

われるよう、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

3 県は、第⼀項の施策を講ずるに当たっては、学校の施設内における活動に加え、学校の施設以外の場所にお

ける活動においても事故防⽌その他安全の確保が図られるよう、必要な施策を講ずるよう努めるものとす

る。 

(障害者のスポーツ活動の推進) 

第⼗四条 県は、障害者のスポーツ活動を推進するため、市町、スポーツ団体及び事業者と連携して、その障

害の種類及び程度に応じたスポーツ活動に参加する機会の提供、安全の確保その他の環境の整備並びに障害

者のスポーツに関する普及啓発その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

(競技⽔準の向上) 

第⼗五条 県は、県のスポーツ選⼿がオリンピック競技⼤会、パラリンピック競技⼤会その他の国際的な規模

のスポーツの競技会⼜は国⺠体育⼤会その他の全国的な規模のスポーツの競技会(以下「競技会」という。)

において優秀な成績を収めることができるようにするため、県のスポーツ選⼿及びその指導者の計画的な育

成、事業者が⾏うスポーツに対する⽀援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

2 県は、次代を担うスポーツ選⼿の発掘及び育成を図るため、スポーツ団体及び学校と連携して、⼦どもの発

達段階に応じた育成のための環境の整備その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

3 県は、スポーツ選⼿の⼼⾝の健康の保持、スポーツによる事故の防⽌その他安全の確保を図るため、医学、

⽣理学、⼼理学等のスポーツに関する諸科学の活⽤の促進、ドーピングの防⽌等必要な施策を講ずるよう努

めるものとする。 

(⼈材の育成) 

第⼗六条 県は、優秀な成績を収めた県のスポーツ選⼿及びその指導者等が、その有する能⼒を幅広く地域社

会に⽣かし、並びに、その技術及び経験を県内のスポーツ選⼿に還元することにより、次代のスポーツ選⼿

を育成する体制の構築に努めるものとする。 

(施設の整備等) 

第⼗七条 県は、県⺠のスポーツ活動の場の充実を図るため、市町と協⼒して、スポーツ施設の整備及びその

有効な活⽤について必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 
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2 県は、前項の施策を講ずるに当たっては、安全の確保及び障害者等の利便性の向上に配慮するよう努めると

ともに、必要に応じて、法第⼆条第六項に規定する国際競技⼤会の開催が可能なスポーツ施設の整備に努め

るものとする。 

3 県は、県が設置する学校の教育に⽀障のない限り、当該学校のスポーツ施設を県⺠のスポーツ活動の場とし

て有効に活⽤することができるよう配慮するものとする。 

(スポーツを通じた地域の活性化) 

第⼗⼋条 県は、スポーツを通じて地域における交流⼈⼝の拡⼤を促進し、地域の活性化を図るため、地域の

特性に応じた取組への⽀援、県のスポーツ選⼿等と県⺠との交流、スポーツイベントの開催、競技会及び合

宿の誘致その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

2 県は、スポーツに関連する地域産業の振興など地域経済を活性化するため、必要な施策を講ずるよう努める

ものとする。 

(顕彰) 

第⼗九条 県は、スポーツで顕著な成果を収めた者及びスポーツの推進に寄与した者の顕彰に努めるものとす

る。 

(財政上の措置) 

第⼆⼗条 県は、スポーツに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

附 則 

1 この条例は、公布の⽇から施⾏する。 

2 この条例の施⾏の際現に策定されている県のスポーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための

計画は、第七条第⼀項の規定により策定された推進計画とみなす。 
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平成⼆⼗三年法律第七⼗⼋号 

スポーツ基本法 

スポーツ振興法（昭和三⼗六年法律第百四⼗⼀号）の全部を改正する。 

⽬次 

前⽂ 

第⼀章 総則（第⼀条―第⼋条）  

第⼆章 スポーツ基本計画等（第九条・第⼗条）  

第三章 基本的施策  

第⼀節 スポーツの推進のための基礎的条件の整備等（第⼗⼀条―第⼆⼗条）  

第⼆節 多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備（第⼆⼗⼀条―第⼆⼗四条）  

第三節 競技⽔準の向上等（第⼆⼗五条―第⼆⼗九条）  

第四章 スポーツの推進に係る体制の整備（第三⼗条―第三⼗⼆条）  

第五章 国の補助等（第三⼗三条―第三⼗五条）  

 附則 

スポーツは、世界共通の⼈類の⽂化である。 

スポーツは、⼼⾝の健全な発達、健康及び体⼒の保持増進、精神的な充⾜感の獲得、⾃律⼼その他の精神の涵

(かん)養等のために個⼈⼜は集団で⾏われる運動競技その他の⾝体活動であり、今⽇、国⺠が⽣涯にわたり⼼

⾝ともに健康で⽂化的な⽣活を営む上で不可⽋のものとなっている。スポーツを通じて幸福で豊かな⽣活を営

むことは、全ての⼈々の権利であり、全ての国⺠がその⾃発性の下に、各々の関⼼、適性等に応じて、安全か

つ公正な環境の下で⽇常的にスポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、⼜はスポーツを⽀える活動に参画するこ

とのできる機会が確保されなければならない。 

スポーツは、次代を担う⻘少年の体⼒を向上させるとともに、他者を尊重しこれと協同する精神、公正さと規

律を尊ぶ態度や克⼰⼼を培い、実践的な思考⼒や判断⼒を育む等⼈格の形成に⼤きな影響を及ぼすものであ

る。 

また、スポーツは、⼈と⼈との交流及び地域と地域との交流を促進し、地域の⼀体感や活⼒を醸成するもので

あり、⼈間関係の希薄化等の問題を抱える地域社会の再⽣に寄与するものである。さらに、スポーツは、⼼⾝

の健康の保持増進にも重要な役割を果たすものであり、健康で活⼒に満ちた⻑寿社会の実現に不可⽋である。 

スポーツ選⼿の不断の努⼒は、⼈間の可能性の極限を追求する有意義な営みであり、こうした努⼒に基づく国

際競技⼤会における⽇本⼈選⼿の活躍は、国⺠に誇りと喜び、夢と感動を与え、国⺠のスポーツへの関⼼を⾼

めるものである。これらを通じて、スポーツは、我が国社会に活⼒を⽣み出し、国⺠経済の発展に広く寄与す

るものである。また、スポーツの国際的な交流や貢献が、国際相互理解を促進し、国際平和に⼤きく貢献する

など、スポーツは、我が国の国際的地位の向上にも極めて重要な役割を果たすものである。 

そして、地域におけるスポーツを推進する中から優れたスポーツ選⼿が育まれ、そのスポーツ選⼿が地域にお

けるスポーツの推進に寄与することは、スポーツに係る多様な主体の連携と協働による我が国のスポーツの発

展を⽀える好循環をもたらすものである。 

このような国⺠⽣活における多⾯にわたるスポーツの果たす役割の重要性に鑑み、スポーツ⽴国を実現するこ

とは、⼆⼗⼀世紀の我が国の発展のために不可⽋な重要課題である。 
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ここに、スポーツ⽴国の実現を⽬指し、国家戦略として、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るため、この法律を制定する。 

第⼀章 総則  

（⽬的） 

第⼀条 この法律は、スポーツに関し、基本理念を定め、並びに国及び地⽅公共団体の責務並びにスポーツ団

体の努⼒等を明らかにするとともに、スポーツに関する施策の基本となる事項を定めることにより、スポーツ

に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国⺠の⼼⾝の健全な発達、明るく豊かな国⺠⽣活の形成、

活⼒ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展に寄与することを⽬的とする。 

（基本理念） 

第⼆条 スポーツは、これを通じて幸福で豊かな⽣活を営むことが⼈々の権利であることに鑑み、国⺠が⽣涯

にわたりあらゆる機会とあらゆる場所において、⾃主的かつ⾃律的にその適性及び健康状態に応じて⾏うこと

ができるようにすることを旨として、推進されなければならない。 

２ スポーツは、とりわけ⼼⾝の成⻑の過程にある⻘少年のスポーツが、体⼒を向上させ、公正さと規律を尊

ぶ態度や克⼰⼼を培う等⼈格の形成に⼤きな影響を及ぼすものであり、国⺠の⽣涯にわたる健全な⼼と⾝体を

培い、豊かな⼈間性を育む基礎となるものであるとの認識の下に、学校、スポーツ団体（スポーツの振興のた

めの事業を⾏うことを主たる⽬的とする団体をいう。以下同じ。）、家庭及び地域における活動の相互の連携を

図りながら推進されなければならない。 

３ スポーツは、⼈々がその居住する地域において、主体的に協働することにより⾝近に親しむことができる

ようにするとともに、これを通じて、当該地域における全ての世代の⼈々の交流が促進され、かつ、地域間の

交流の基盤が形成されるものとなるよう推進されなければならない。 

４ スポーツは、スポーツを⾏う者の⼼⾝の健康の保持増進及び安全の確保が図られるよう推進されなければ

ならない。 

５ スポーツは、障害者が⾃主的かつ積極的にスポーツを⾏うことができるよう、障害の種類及び程度に応じ

必要な配慮をしつつ推進されなければならない。 

６ スポーツは、我が国のスポーツ選⼿（プロスポーツの選⼿を含む。以下同じ。）が国際競技⼤会（オリンピ

ック競技⼤会、パラリンピック競技⼤会その他の国際的な規模のスポーツの競技会をいう。以下同じ。）⼜は全

国的な規模のスポーツの競技会において優秀な成績を収めることができるよう、スポーツに関する競技⽔準

（以下「競技⽔準」という。）の向上に資する諸施策相互の有機的な連携を図りつつ、効果的に推進されなけれ

ばならない。 

７ スポーツは、スポーツに係る国際的な交流及び貢献を推進することにより、国際相互理解の増進及び国際

平和に寄与するものとなるよう推進されなければならない。 

８ スポーツは、スポーツを⾏う者に対し、不当に差別的取扱いをせず、また、スポーツに関するあらゆる活

動を公正かつ適切に実施することを旨として、ドーピングの防⽌の重要性に対する国⺠の認識を深めるなど、

スポーツに対する国⺠の幅広い理解及び⽀援が得られるよう推進されなければならない。 

（国の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、スポーツに関する施策を総合的に策

定し、及び実施する責務を有する。 

（地⽅公共団体の責務） 
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第四条 地⽅公共団体は、基本理念にのっとり、スポーツに関する施策に関し、国との連携を図りつつ、⾃主

的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（スポーツ団体の努⼒） 

第五条 スポーツ団体は、スポーツの普及及び競技⽔準の向上に果たすべき重要な役割に鑑み、基本理念にの

っとり、スポーツを⾏う者の権利利益の保護、⼼⾝の健康の保持増進及び安全の確保に配慮しつつ、スポーツ

の推進に主体的に取り組むよう努めるものとする。 

２ スポーツ団体は、スポーツの振興のための事業を適正に⾏うため、その運営の透明性の確保を図るととも

に、その事業活動に関し⾃らが遵守すべき基準を作成するよう努めるものとする。 

３ スポーツ団体は、スポーツに関する紛争について、迅速かつ適正な解決に努めるものとする。 

（国⺠の参加及び⽀援の促進） 

第六条 国、地⽅公共団体及びスポーツ団体は、国⺠が健やかで明るく豊かな⽣活を享受することができるよ

う、スポーツに対する国⺠の関⼼と理解を深め、スポーツへの国⺠の参加及び⽀援を促進するよう努めなけれ

ばならない。 

（関係者相互の連携及び協働） 

第七条 国、独⽴⾏政法⼈、地⽅公共団体、学校、スポーツ団体及び⺠間事業者その他の関係者は、基本理念

の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第⼋条 政府は、スポーツに関する施策を実施するため必要な法制上、財政上⼜は税制上の措置その他の措置

を講じなければならない。 

第⼆章 スポーツ基本計画等  

（スポーツ基本計画） 

第九条 ⽂部科学⼤⾂は、スポーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、スポーツの推進に関

する基本的な計画（以下「スポーツ基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ ⽂部科学⼤⾂は、スポーツ基本計画を定め、⼜はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、審議会等

（国家⾏政組織法（昭和⼆⼗三年法律第百⼆⼗号）第⼋条に規定する機関をいう。以下同じ。）で政令で定める

ものの意⾒を聴かなければならない。 

３ ⽂部科学⼤⾂は、スポーツ基本計画を定め、⼜はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係⾏政

機関の施策に係る事項について、第三⼗条に規定するスポーツ推進会議において連絡調整を図るものとする。 

（地⽅スポーツ推進計画） 

第⼗条 都道府県及び市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会（地⽅教育⾏政の組織及び運営に関す

る法律（昭和三⼗⼀年法律第百六⼗⼆号）第⼆⼗三条第⼀項の条例の定めるところによりその⻑がスポーツに

関する事務（学校における体育に関する事務を除く。）を管理し、及び執⾏することとされた地⽅公共団体（以

下「特定地⽅公共団体」という。）にあっては、その⻑）は、スポーツ基本計画を参酌して、その地⽅の実情に

即したスポーツの推進に関する計画（以下「地⽅スポーツ推進計画」という。）を定めるよう努めるものとす

る。 

２ 特定地⽅公共団体の⻑が地⽅スポーツ推進計画を定め、⼜はこれを変更しようとするときは、あらかじ

め、当該特定地⽅公共団体の教育委員会の意⾒を聴かなければならない。 

第三章 基本的施策  
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第⼀節 スポーツの推進のための基礎的条件の整備等  

（指導者等の養成等） 

第⼗⼀条 国及び地⽅公共団体は、スポーツの指導者その他スポーツの推進に寄与する⼈材（以下「指導者

等」という。）の養成及び資質の向上並びにその活⽤のため、系統的な養成システムの開発⼜は利⽤への⽀援、

研究集会⼜は講習会（以下「研究集会等」という。）の開催その他の必要な施策を講ずるよう努めなければなら

ない。 

（スポーツ施設の整備等） 

第⼗⼆条 国及び地⽅公共団体は、国⺠が⾝近にスポーツに親しむことができるようにするとともに、競技⽔

準の向上を図ることができるよう、スポーツ施設（スポーツの設備を含む。以下同じ。）の整備、利⽤者の需要

に応じたスポーツ施設の運⽤の改善、スポーツ施設への指導者等の配置その他の必要な施策を講ずるよう努め

なければならない。 

２ 前項の規定によりスポーツ施設を整備するに当たっては、当該スポーツ施設の利⽤の実態等に応じて、安

全の確保を図るとともに、障害者等の利便性の向上を図るよう努めるものとする。 

（学校施設の利⽤） 

第⼗三条 学校教育法（昭和⼆⼗⼆年法律第⼆⼗六号）第⼆条第⼆項に規定する国⽴学校及び公⽴学校並びに

国（国⽴⼤学法⼈法（平成⼗五年法律第百⼗⼆号）第⼆条第⼀項に規定する国⽴⼤学法⼈を含む。）及び地⽅公

共団体（地⽅独⽴⾏政法⼈法（平成⼗五年法律第百⼗⼋号）第六⼗⼋条第⼀項に規定する公⽴⼤学法⼈を含

む。）が設置する幼保連携型認定こども園（就学前の⼦どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律（平成⼗⼋年法律第七⼗七号）第⼆条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。）の設置者は、

その設置する学校の教育に⽀障のない限り、当該学校のスポーツ施設を⼀般のスポーツのための利⽤に供する

よう努めなければならない。 

２ 国及び地⽅公共団体は、前項の利⽤を容易にさせるため、⼜はその利⽤上の利便性の向上を図るため、当

該学校のスポーツ施設の改修、照明施設の設置その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

（スポーツ事故の防⽌等） 

第⼗四条 国及び地⽅公共団体は、スポーツ事故その他スポーツによって⽣じる外傷、障害等の防⽌及びこれ

らの軽減に資するため、指導者等の研修、スポーツ施設の整備、スポーツにおける⼼⾝の健康の保持増進及び

安全の確保に関する知識（スポーツ⽤具の適切な使⽤に係る知識を含む。）の普及その他の必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。 

（スポーツに関する紛争の迅速かつ適正な解決） 

第⼗五条 国は、スポーツに関する紛争の仲裁⼜は調停の中⽴性及び公正性が確保され、スポーツを⾏う者の

権利利益の保護が図られるよう、スポーツに関する紛争の仲裁⼜は調停を⾏う機関への⽀援、仲裁⼈等の資質

の向上、紛争解決⼿続についてのスポーツ団体の理解の増進その他のスポーツに関する紛争の迅速かつ適正な

解決に資するために必要な施策を講ずるものとする。 

（スポーツに関する科学的研究の推進等） 

第⼗六条 国は、医学、⻭学、⽣理学、⼼理学、⼒学等のスポーツに関する諸科学を総合して実際的及び基礎

的な研究を推進し、これらの研究の成果を活⽤してスポーツに関する施策の効果的な推進を図るものとする。

この場合において、研究体制の整備、国、独⽴⾏政法⼈、⼤学、スポーツ団体、⺠間事業者等の間の連携の強

化その他の必要な施策を講ずるものとする。 
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２ 国は、我が国のスポーツの推進を図るため、スポーツの実施状況並びに競技⽔準の向上を図るための調査

研究の成果及び取組の状況に関する情報その他のスポーツに関する国の内外の情報の収集、整理及び活⽤につ

いて必要な施策を講ずるものとする。 

（学校における体育の充実） 

第⼗七条 国及び地⽅公共団体は、学校における体育が⻘少年の⼼⾝の健全な発達に資するものであり、か

つ、スポーツに関する技能及び⽣涯にわたってスポーツに親しむ態度を養う上で重要な役割を果たすものであ

ることに鑑み、体育に関する指導の充実、体育館、運動場、⽔泳プール、武道場その他のスポーツ施設の整

備、体育に関する教員の資質の向上、地域におけるスポーツの指導者等の活⽤その他の必要な施策を講ずるよ

う努めなければならない。 

（スポーツ産業の事業者との連携等） 

第⼗⼋条 国は、スポーツの普及⼜は競技⽔準の向上を図る上でスポーツ産業の事業者が果たす役割の重要性

に鑑み、スポーツ団体とスポーツ産業の事業者との連携及び協⼒の促進その他の必要な施策を講ずるものとす

る。 

（スポーツに係る国際的な交流及び貢献の推進） 

第⼗九条 国及び地⽅公共団体は、スポーツ選⼿及び指導者等の派遣及び招へい、スポーツに関する国際団体

への⼈材の派遣、国際競技⼤会及び国際的な規模のスポーツの研究集会等の開催その他のスポーツに係る国際

的な交流及び貢献を推進するために必要な施策を講ずることにより、我が国の競技⽔準の向上を図るよう努め

るとともに、環境の保全に留意しつつ、国際相互理解の増進及び国際平和に寄与するよう努めなければならな

い。 

（顕彰） 

第⼆⼗条 国及び地⽅公共団体は、スポーツの競技会において優秀な成績を収めた者及びスポーツの発展に寄

与した者の顕彰に努めなければならない。 

第⼆節 多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備  

（地域におけるスポーツの振興のための事業への⽀援等） 

第⼆⼗⼀条 国及び地⽅公共団体は、国⺠がその興味⼜は関⼼に応じて⾝近にスポーツに親しむことができる

よう、住⺠が主体的に運営するスポーツ団体（以下「地域スポーツクラブ」という。）が⾏う地域におけるスポ

ーツの振興のための事業への⽀援、住⺠が安全かつ効果的にスポーツを⾏うための指導者等の配置、住⺠が快

適にスポーツを⾏い相互に交流を深めることができるスポーツ施設の整備その他の必要な施策を講ずるよう努

めなければならない。 

（スポーツ⾏事の実施及び奨励） 

第⼆⼗⼆条 地⽅公共団体は、広く住⺠が⾃主的かつ積極的に参加できるような運動会、競技会、体⼒テス

ト、スポーツ教室等のスポーツ⾏事を実施するよう努めるとともに、地域スポーツクラブその他の者がこれら

の⾏事を実施するよう奨励に努めなければならない。 

２ 国は、地⽅公共団体に対し、前項の⾏事の実施に関し必要な援助を⾏うものとする。 

（スポーツの⽇の⾏事） 

第⼆⼗三条 国及び地⽅公共団体は、国⺠の祝⽇に関する法律（昭和⼆⼗三年法律第百七⼗⼋号）第⼆条に規

定するスポーツの⽇において、国⺠の間に広くスポーツについての関⼼と理解を深め、かつ、積極的にスポー

ツを⾏う意欲を⾼揚するような⾏事を実施するよう努めるとともに、広く国⺠があらゆる地域でそれぞれその
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⽣活の実情に即してスポーツを⾏うことができるような⾏事が実施されるよう、必要な施策を講じ、及び援助

を⾏うよう努めなければならない。 

（野外活動及びスポーツ・レクリエーション活動の普及奨励） 

第⼆⼗四条 国及び地⽅公共団体は、⼼⾝の健全な発達、⽣きがいのある豊かな⽣活の実現等のために⾏われ

るハイキング、サイクリング、キャンプ活動その他の野外活動及びスポーツとして⾏われるレクリエーション

活動（以下この条において「スポーツ・レクリエーション活動」という。）を普及奨励するため、野外活動⼜は

スポーツ・レクリエーション活動に係るスポーツ施設の整備、住⺠の交流の場となる⾏事の実施その他の必要

な施策を講ずるよう努めなければならない。 

第三節 競技⽔準の向上等  

（優秀なスポーツ選⼿の育成等） 

第⼆⼗五条 国は、優秀なスポーツ選⼿を確保し、及び育成するため、スポーツ団体が⾏う合宿、国際競技⼤

会⼜は全国的な規模のスポーツの競技会へのスポーツ選⼿及び指導者等の派遣、優れた資質を有する⻘少年に

対する指導その他の活動への⽀援、スポーツ選⼿の競技技術の向上及びその効果の⼗分な発揮を図る上で必要

な環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国は、優秀なスポーツ選⼿及び指導者等が、⽣涯にわたりその有する能⼒を幅広く社会に⽣かすことがで

きるよう、社会の各分野で活躍できる知識及び技能の習得に対する⽀援並びに活躍できる環境の整備の促進そ

の他の必要な施策を講ずるものとする。 

（国⺠体育⼤会及び全国障害者スポーツ⼤会） 

第⼆⼗六条 国⺠体育⼤会は、公益財団法⼈⽇本スポーツ協会（昭和⼆年⼋⽉⼋⽇に財団法⼈⼤⽇本体育協会

という名称で設⽴された法⼈をいう。以下同じ。）、国及び開催地の都道府県が共同して開催するものとし、こ

れらの開催者が定める⽅法により選出された選⼿が参加して総合的に運動競技をするものとする。 

２ 全国障害者スポーツ⼤会は、公益財団法⼈⽇本障がい者スポーツ協会（昭和四⼗年五⽉⼆⼗四⽇に財団法

⼈⽇本⾝体障害者スポーツ協会という名称で設⽴された法⼈をいう。以下同じ。）、国及び開催地の都道府県が

共同して開催するものとし、これらの開催者が定める⽅法により選出された選⼿が参加して総合的に運動競技

をするものとする。 

３ 国は、国⺠体育⼤会及び全国障害者スポーツ⼤会の円滑な実施及び運営に資するため、これらの開催者で

ある公益財団法⼈⽇本スポーツ協会⼜は公益財団法⼈⽇本障がい者スポーツ協会及び開催地の都道府県に対

し、必要な援助を⾏うものとする。 

（国際競技⼤会の招致⼜は開催の⽀援等） 

第⼆⼗七条 国は、国際競技⼤会の我が国への招致⼜はその開催が円滑になされるよう、環境の保全に留意し

つつ、そのための社会的気運の醸成、当該招致⼜は開催に必要な資⾦の確保、国際競技⼤会に参加する外国⼈

の受⼊れ等に必要な特別の措置を講ずるものとする。 

２ 国は、公益財団法⼈⽇本オリンピック委員会（平成元年⼋⽉七⽇に財団法⼈⽇本オリンピック委員会とい

う名称で設⽴された法⼈をいう。）、公益財団法⼈⽇本障がい者スポーツ協会その他のスポーツ団体が⾏う国際

的な規模のスポーツの振興のための事業に関し必要な措置を講ずるに当たっては、当該スポーツ団体との緊密

な連絡を図るものとする。 

（企業、⼤学等によるスポーツへの⽀援） 
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第⼆⼗⼋条 国は、スポーツの普及⼜は競技⽔準の向上を図る上で企業のスポーツチーム等が果たす役割の重

要性に鑑み、企業、⼤学等によるスポーツへの⽀援に必要な施策を講ずるものとする。 

（ドーピング防⽌活動の推進） 

第⼆⼗九条 国は、スポーツにおけるドーピングの防⽌に関する国際規約に従ってドーピングの防⽌活動を実

施するため、公益財団法⼈⽇本アンチ・ドーピング機構（平成⼗三年九⽉⼗六⽇に財団法⼈⽇本アンチ・ドー

ピング機構という名称で設⽴された法⼈をいう。）と連携を図りつつ、ドーピングの検査、ドーピングの防⽌に

関する教育及び啓発その他のドーピングの防⽌活動の実施に係る体制の整備、国際的なドーピングの防⽌に関

する機関等への⽀援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

第四章 スポーツの推進に係る体制の整備  

（スポーツ推進会議） 

第三⼗条 政府は、スポーツに関する施策の総合的、⼀体的かつ効果的な推進を図るため、スポーツ推進会議

を設け、⽂部科学省及び厚⽣労働省、経済産業省、国⼟交通省その他の関係⾏政機関相互の連絡調整を⾏うも

のとする。 

（都道府県及び市町村のスポーツ推進審議会等） 

第三⼗⼀条 都道府県及び市町村に、地⽅スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査

審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関（以下「スポーツ推進審議会等」

という。）を置くことができる。 

（スポーツ推進委員） 

第三⼗⼆条 市町村の教育委員会（特定地⽅公共団体にあっては、その⻑）は、当該市町村におけるスポーツ

の推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関⼼と理解を有し、及び次項

に規定する職務を⾏うのに必要な熱意と能⼒を有する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。 

２ スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則（特定地⽅公共団体に

あっては、地⽅公共団体の規則）の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整

並びに住⺠に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助⾔を⾏うものとする。 

３ スポーツ推進委員は、⾮常勤とする。 

第五章 国の補助等  

（国の補助） 

第三⼗三条 国は、地⽅公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げる経

費について、その⼀部を補助する。 

⼀ 国⺠体育⼤会及び全国障害者スポーツ⼤会の実施及び運営に要する経費であって、これらの開催地の都道

府県において要するもの 

⼆ その他スポーツの推進のために地⽅公共団体が⾏う事業に要する経費であって特に必要と認められるもの 

２ 国は、学校法⼈に対し、その設置する学校のスポーツ施設の整備に要する経費について、予算の範囲内に

おいて、その⼀部を補助することができる。この場合においては、私⽴学校振興助成法（昭和五⼗年法律第六

⼗⼀号）第⼗⼀条から第⼗三条までの規定の適⽤があるものとする。 

３ 国は、スポーツ団体であってその⾏う事業が我が国のスポーツの振興に重要な意義を有すると認められる

ものに対し、当該事業に関し必要な経費について、予算の範囲内において、その⼀部を補助することができ

る。 
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（地⽅公共団体の補助） 

第三⼗四条 地⽅公共団体は、スポーツ団体に対し、その⾏うスポーツの振興のための事業に関し必要な経費

について、その⼀部を補助することができる。 

（審議会等への諮問等） 

第三⼗五条 国⼜は地⽅公共団体が第三⼗三条第三項⼜は前条の規定により社会教育関係団体（社会教育法

（昭和⼆⼗四年法律第⼆百七号）第⼗条に規定する社会教育関係団体をいう。）であるスポーツ団体に対し補助

⾦を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあっては⽂部科学⼤⾂が第九条第⼆項の政令で定める審議

会等の、地⽅公共団体にあっては教育委員会（特定地⽅公共団体におけるスポーツに関する事務（学校におけ

る体育に関する事務を除く。）に係る補助⾦の交付については、その⻑）がスポーツ推進審議会等その他の合議

制の機関の意⾒を聴かなければならない。この意⾒を聴いた場合においては、同法第⼗三条の規定による意⾒

を聴くことを要しない。 

 附 則 抄 

（施⾏期⽇） 

第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して六⽉を超えない範囲内において政令で定める⽇から施⾏する。 

（スポーツに関する施策を総合的に推進するための⾏政組織の在り⽅の検討） 

第⼆条 政府は、スポーツに関する施策を総合的に推進するため、スポーツ庁及びスポーツに関する審議会等

の設置等⾏政組織の在り⽅について、政府の⾏政改⾰の基本⽅針との整合性に配慮して検討を加え、その結果

に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

（スポーツの振興に関する計画に関する経過措置） 

第三条 この法律の施⾏の際現に改正前のスポーツ振興法第四条の規定により策定されている同条第⼀項に規

定するスポーツの振興に関する基本的計画⼜は同条第三項に規定するスポーツの振興に関する計画は、それぞ

れ改正後のスポーツ基本法第九条⼜は第⼗条の規定により策定されたスポーツ基本計画⼜は地⽅スポーツ推進

計画とみなす。 

（スポーツ推進委員に関する経過措置） 

第四条 この法律の施⾏の際現に改正前のスポーツ振興法第⼗九条第⼀項の規定により委嘱されている体育指

導委員は、改正後のスポーツ基本法第三⼗⼆条第⼀項の規定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。 

 附 則 （平成⼆四年⼋⽉⼆⼆⽇法律第六七号） 抄 

この法律は、⼦ども・⼦育て⽀援法の施⾏の⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める⽇から施⾏する。 

⼀ 第⼆⼗五条及び第七⼗三条の規定 公布の⽇ 

 附 則 （平成⼆六年六⽉⼆〇⽇法律第七六号） 抄 

（施⾏期⽇） 

第⼀条 この法律は、平成⼆⼗七年四⽉⼀⽇から施⾏する。 

（政令への委任） 

第⼆⼗⼆条 この附則に規定するもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

 附 則 （平成⼆⼋年五⽉⼆〇⽇法律第四七号） 

（施⾏期⽇） 

第⼀条 この法律は、平成⼆⼗九年四⽉⼀⽇から施⾏する。 
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 附 則 （平成三〇年六⽉⼆〇⽇法律第五六号） 抄 

（施⾏期⽇） 

１ この法律は、平成三⼗五年⼀⽉⼀⽇から施⾏する。ただし、第⼆⼗六条第⼀項の改正規定（「国⺠体育⼤

会」を「国⺠スポーツ⼤会」に改める部分を除く。）、同条第⼆項の改正規定及び同条第三項の改正規定（「国⺠

体育⼤会」を「国⺠スポーツ⼤会」に改める部分を除く。）並びに第⼆⼗七条第⼆項の改正規定は、公布の⽇か

ら施⾏する。 

 附 則 （平成三〇年六⽉⼆〇⽇法律第五七号） 抄 

（施⾏期⽇） 

１ この法律は、平成三⼗⼆年⼀⽉⼀⽇から施⾏する。 
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 ２期スポーツ基本計画 

概  要 

 １章  ２期スポーツ基本計画の策定に当たって  

 ポーツ基本法に基づく第２期 ポーツ基本計画は，平成 29～33 年度の５年間に

おける， ポーツ立国の実現を目指す上での重要な指針。 

 ポーツ審議会において審議を行い，平成 29 年３月１日に答申をとりまとめ。こ

の答申を踏まえ，第２期 ポーツ基本計画を策定。 

 第２期計画では，第２章で計画の理念を「 ポーツの価値」として具体化。 

第３章で施策体系を大括り化し（４つの政策目標），数値目標を８から 20 に増加。 

 

 ２章 中長期的なスポーツ政策の基本方針  

～スポーツが変える。未来を創る。 Enjoy Sports, Enjoy Life ～ 

 スポーツの「楽しさ」「喜び」こそがスポーツの価値の中核であり，全て

の人々が自発的にスポーツに取り組み自己実現を図り，スポーツの力で輝く

ことにより，前向きで活力ある社会と，絆の強い世界を創る。 

 

１ スポーツで「人生」が変わる！ 

  ポーツを「する」ことで， ポーツの価値が最大限享受できる。 

 ポーツを「する｣「みる」｢ささえる」ことでみんながその価値を享受できる。 

 ポーツを生活の一部とすることで，人生を楽しく健康で生き生きとしたものに

できる。 

 

２ スポーツで「社会」を変える！ 

  ポーツの価値を共有し人々の意識や行動が変わることで，社会の発展に寄与で

きる。 

  ポーツは共生社会や健康長寿社会の実現，経済・地域の活性化に貢献できる。 

 

３ スポーツで「世界」とつながる！ 

 ポーツは「多様性を尊重する世界」「持続可能で逆境に強い世界」「クリーン

でフェアな世界」の実現に貢献できる。 

 

４ スポーツで「未来」を創る！ 

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等を好機として， ポー

ツで人々がつながる国民運動を展開し，オリンピックムーブメントやパラリンピ

ックムーブメントを推進。 

本計画期間においては，「 ポーツ参画人口」を拡大し， ポーツ界が他分野と

の連携・協働を進め，「一億総 ポーツ社会」を実現する。 
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 ３章 今後５年間に総合的かつ計画的に取り組む施策  

 

１ スポーツを「する」「みる」「ささえる」スポーツ参画人口の拡大と，

そのための人材育成・場の充実 

【政策目標】 

 ライフステージに応じたスポーツ活動の推進とその環境整備を行う。その
結果として，成人のスポーツ実施率を週１回以上が 65％程度（障害者は 40
％程度）,週３回以上が 30％程度（障害者は 20％程度）となることを目指す。 

 

※ ポーツ実施率：週１以上が 42.5（障害者 19.2)％，週３以上が 19.7（障害者 9.3)％ 

（１）スポーツ参画人口の拡大 

 ① 若年期から高齢期までライフ テージに応じた ポーツ活動の推進 

  ・ ポーツの楽しみ方等を示す「ガイドライン」の策定・普及 

  ・新たな ポーツや高齢者が取り組める「 ポーツプログラム」の策定・普及 

 ② 学校体育をはじめ子供の ポーツ機会の充実による運動習慣の確保と体力の向

上 

  （ ポーツをする時間を持ちたいと思う中学生を増加（58.7%→80%）， ポーツが嫌

い・やや嫌いである中学生を半減（16.4%→８%），子供の体力を昭和 60 年頃の水準

に） 

  ・学習指導要領の改訂や全国的な体力調査等を通じた体育・保健体育の授業等の改善 

  ・教員の研修，施設の整備等を通じた武道の指導の充実 

  ・運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインの策定 

  ・学校体育活動中の重大事故を限りなくゼロにするという認識の下での事故防止の取

組の推進 

 ③ ビジネ パーソン，女性，障害者の ポーツ実施率の向上と，これまで ポーツ

に関わってこなかった人へのはたらきかけ 

  （成人の ポーツ未実施者の数がゼロに近づくことを目指す） 

  ・ビジネ パーソンの ポーツ習慣づくりと民間事業者における「健康経営」の促進 

  ・女性が ポーツに参画しやすい環境整備，障害者 ポーツの裾野拡大に向けた取組

の推進 

  ・ ポーツと食，エンターテインメント等他分野との融合やＩＴの活用による魅力向 

   上 
 

（２）スポーツ環境の基盤となる「人材」と「場」の充実 

①  ポーツに関わる多様な人材の育成と活躍の場の確保 

  ・ ポーツに関わる人材の数や属性の特徴などの全体像の明確化 

  ・ア リートの雇用促進や地域での指導機会の拡大等によるキャリア形成の支援 

  ・指導者養成のモデル・コア・カリキュラムの大学等への普及 

  ・専門 タッフ，審判員，ボランティア等の育成・確保 

② 総合型地域 ポーツクラブの質的充実 

  ・総合型クラブの登録・認証等の制度と中間支援組織の整備（47都道府県） 
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  ・ＰＤＣＡサイクルにより運営の改善等を図る総合型クラブの増加（37.9%→70%） 

 ・地域課題解決に向けた取組を行う総合型クラブの増加（18.4%→25%） 

③  ポーツ施設やオープン ペー 等の ポーツに親しむ場の確保 

 ・ トックの適正化に関するガイドラインの活用促進 

 ・学校体育施設の開放の在り方に関する手引きを策定し施設を有効活用 

 ・キャッチボール等が気軽にできる場としてオープン ペー 等の有効活用の促進 

④ 大学 ポーツの振興 

・大学において ポーツ分野を統括する部局の設置促進，アドミニ トレーターの配

置促進（100 大学） 

 ・大学横断的・競技横断的統括組織（日本版ＮＣＡＡ）の創設を支援 

 

２ スポーツを通じた活力があり絆の強い社会の実現 

【政策目標】 

 社会の課題解決にスポーツを通じたアプローチが有効であることを踏ま
え，スポーツを通じた共生社会等の実現，経済・地域の活性化，国際貢献に
積極的に取り組む。 

 

（１）スポーツを通じた共生社会等の実現 

① 障害者 ポーツの振興等 
（障害者の週１回の ポーツ実施率：成人 19.2％→40％，７～19 歳 31.5％→50％） 

 ・地方公共団体等において障害者 ポーツを総合的に振興する体制の整備 

 ・障害のある人とない人が一緒に親しめる ポーツ・レクリエーションの推進 

 ・ ポーツ施設のバリアフリー化，不当な差別的取扱いの防止による利用促進 

 ・全ての特別支援学校が地域の障害 ポーツの拠点となることの支援 

 ・総合型クラブへの障害者の参加促進（40％→50％） 

 ・障害者 ポーツ指導者の養成の拡充（2.2 万人→３万人） 

 ・活動する場がない障害者 ポーツ指導者を半減（13.7％→７％） 

 ・障害者 ポーツの理解促進により，直接観戦経験者を増加（4.7％→20％） 

 ・全ての学校種の教員に対する理解促進，学校における障害児の ポーツ環境の 

充実 

②  ポーツを通じた健康増進 

・ ポーツによる健康寿命の延伸の効果について，エビデン の収集・整理・情報発 

 信 

・効果的な「 ポーツプログラム」や「ガイドライン」の策定・普及 

 ・ ポーツ事故等の情報収集，安全確保に向けた方策のとりまとめ，普及・啓発 

 ・被災地での ポーツによる身体的・精神的支援 

③  ポーツを通じた女性の活躍促進 

 ・女子生徒の運動習慣の二極化を含め女性特有の課題の整理 

 ・女性指導者増加に取り組むとともに， ポーツ団体における女性登用を促進 

 ・女性トップア リートについて女性特有の課題に対応した医・科学支援の実施 
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（２）スポーツを通じた経済・地域の活性化 

①  ポーツの成長産業化 

 （ ポーツ市場規模 5.5 兆円を 2020 年に 10 兆円，2025 年に 15 兆円へ拡大） 

 ・ ポーツの成長産業化，地域活性化の基盤としての タジアム・アリーナの実現 

 ・各種 ポーツ団体等と連携した新たなビジネ モデルの開発支援 

 ・ ポーツ経営人材の育成・活用， ポーツ団体におけるビジネ 手法，ＩＴの活用 

②  ポーツを通じた地域活性化 

 ・ ポーツツーリズムの推進（ ポーツ目的の訪日外国人数を 138 万人→250 万人， 

 ポーツツーリズム関連消費額を 2,204 億円→3,800 億円） 

・地域 ポーツコミッションの設置促進（56→170），地域コミュニティの維持・ 

   再生 

・オリンピック・パラリンピック教育やホ トタウンの推進 

 

（３）スポーツを通じた国際社会の調和ある発展 

 ・国際競技団体等における役員数の増加（25 人→35 人）や政府間会合への積極的な

参加等を通じて国際 ポーツ界の意思決定に参画 

 ・ ポーツ・フォー・トゥモローにより ポーツの価値を 100 カ国以上 1,000 万人以

上に広げる 

 ・諸外国における ポーツ情報を戦略的に収集・分析， ポーツ団体等における国際 

業務の体制強化 

 ・ラグビーワールドカップ２０１９及び２０２０年東京大会について，政府の基本方 

針に基づき円滑な開催を支援，ワールドマ ターズゲームズ２０２１関西等に協力 

  

３ 国際競技力の向上に向けた強力で持続可能な人材育成や環境整備 

【政策目標】 

 国際競技大会等において優れた成績を挙げる競技数が増加するよう，各中
央競技団体が行う競技力強化を支援する。 

 日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）及び日本パラリンピック委員会（ＪＰ
Ｃ）の設定したメダル獲得目標を踏まえつつ，我が国のトップアスリートが，
オリンピック・パラリンピックにおいて過去最高の金メダル数を獲得する等
優秀な成績を収めることができるよう支援する。 

 

①  中長期の強化戦略に基づく競技力強化を支援するシ テムの確立 

・中央競技団体は中長期の強化戦略を実践し，ＪＳＣ，ＪＯＣ及びＪＰＣは中央競技

団体の強化戦略を多面的に支援。国は，ここで得た知見をターゲット ポーツの指

定に活用 

 ・ナショナルコーチやサポート タッフの配置と資質向上，世界トップレベルの 

コーチの育成 

② 次世代ア リートを発掘・育成する戦略的な体制等の構築 

 ・地域ネットワークを活用したア リートの発掘や種目転向の支援 

 ・将来メダルの獲得可能性のある競技やア リートをターゲットとした集中的な強化 
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 ・国民体育大会にオリンピック競技種目の導入を促進 

③  ポーツ医・科学，技術開発，情報等による多面的で高度な支援の充実 

 ・ナショナルトレーニングセンターや国立 ポーツ科学センターを包含する「ハ 

イパフォーマン センター」の機能強化 

 ・トップア リートに対して ポーツ医・科学，情報等を活用し多方面から支援 

④ トップア リート等のニーズに対応できる拠点の充実 
・ナショナルトレーニングセンター中核拠点の拡充棟を 2020 年の約１年前までに整 

備し，オリンピック競技とパラリンピック競技の共同利用化を実現 

・ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点の活用 

 

４ クリーンでフェアなスポーツの推進によるスポーツの価値の向上 

【政策目標】 

 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて，クリー
ンでフェアなスポーツ（スポーツ・インテグリティ）の推進に一体的に取り
組むことを通じて，スポーツの価値の一層の向上を目指す。 

 

① コンプライアン の徹底， ポーツ団体のガバナン の強化及び ポーツ仲裁等
の推進 

 ・全てのア リート等が主体的に取り組むことができる教育研修の推進 

 ・ ポーツ団体の組織運営をモニタリング・評価し，必要な助言・支援を実施 

 ・ ポーツ仲裁自動応諾条項の採択等により，全ての ポーツ団体における ポーツ

に関する紛争解決の仕組みの整備を促進 

②  ドーピング防止活動の推進 

 ・２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等に向けてドーピング検査

員の育成をはじめ必要な体制の整備 

 ・ドーピング防止活動に係る情報を共有できる仕組みの構築 

 ・ア リートやサポート タッフ，医師や薬剤師等に対する教育と，国際的なドーピ 

ング防止活動への貢献 

 

 

 ４章 施策の総合的かつ計画的な推進のために必要な事項  

計画の広報活動の推進。ＳＮＳをはじめ多様なメディアを活用し国民に直接発信。 

大きな潜在力にふさわしい ポーツ関連予算の更なる強化は ポーツ関係者の総

意。併せて，予算の効率的・効果的な活用と， ポーツ団体等における公的資金の

適正使用を徹底。 

 ポーツ振興投票制度（toto）等を活用， ポーツに対する寄附や投資を活性化。 

計画の進捗状況を ポーツ審議会等において定期的に検証。検証プロセ を公開

し，検証結果を次期 ポーツ基本計画の策定における改善に反映。  
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石川県スポーツ推進計画 2021 

計画期間：令和 3～7年 

策 定 令和 3 年 3 ⽉ 

発 ⾏ 令和 3 年 3 ⽉ 

発⾏者 ⽯川県県⺠⽂化スポーツスポーツ振興課 
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TEL 076-225-1392 

FAX 076-225-1388 

E-mail i-sports@pref.ishikawa.lg.jp 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/sports/index.html 
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